
 
 

 

 

 

 

新潟市公有財産事務取扱要領 

（別冊様式集） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務部財産活用課 

（令和５年１月１２日） 



１ 別冊様式集について 
  ここでは，新潟市公有財産規則の規定による帳票規程に規定されていない様式集を掲載していま

す。 
 
 
２ 改正履歴等 

 
改正等年月日 摘要 

平成 26 年 3 月 26 日 決裁 財務部長決裁 新財管第６６５号 
平成 26 年 4 月 1 日 施行   
平成 26 年 4 月 28 日 決裁 財産活用担当部長決裁 新財管第５８号 
平成 26 年 5 月 1 日 施行   
平成 27 年 4 月 1 日 決裁 財産活用担当部長決裁 新財活第３８号 
平成 27 年 4 月 1 日 施行   
平成 27 年 11 月 5 日 決裁 財産活用担当部長決裁 新財活第３７３号 
平成 28 年 4 月 1 日 施行   
平成 29 年 3 月 31 日 決裁 財産活用担当部長決裁 新財活第６３０号 
平成 29 年 4 月 1 日 施行   
平成 30 年 3 月 19 日 決裁 財務部長決裁 新財活第４５４号 
平成 30 年 4 月 1 日 施行   
令和 2 年 2 月 26 日 決裁 財務部長決裁 新財活第４７４号 
令和 2 年 4 月 1 日 施行   
令和 3 年 3 月 26 日 決裁 財産経営推進担当部長決裁 新財活第４７７号 
令和 3 年 4 月 1 日 施行   

令和 5 年 1 月 12 日 決裁 財産経営推進担当部長決裁 新財活第３４８号 

令和 5 年 1 月 12 日 施行   



様式一覧 

 
○標準契約書関係 
標準契約書１ 普通貸付用 
標準契約書２ 一時貸付用 
標準契約書３ 定期建物賃貸借用 
標準契約書４ 自動販売機用 
標準契約書５ 使用貸借用 
標準契約書６ 交換用 
標準契約書７ 譲与用 

 
○暴力団排除関係 
誓約書兼同意書 
名簿（役員等一覧表） 

 
○要領規定様式 
財活様式第１号 庁内掲示承諾書 
財活様式第２号 寄附相談確認書 
財活様式第３号 普通財産交換申出書 
財活様式第４号 庁内利用照会 
財活様式第５号 還付申請書 
財活様式第６号 還付決定通知書 
財活様式第７号 還付不決定通知書 
財活様式第８号 貸付料改定通知 
財活様式第８号の２ 貸付料改定通知 
財活様式第９号 延納決定通知書 
財活様式第１０号 延納不決定通知書 
財活様式第１１号 延納決定取消通知書 
財活様式第１２号 特許等実施許諾申請書 

 財活様式第１３号 実施計画書 
 財活様式第１４号 実施状況報告書 
 財活様式第１５号 発明等届 
 財活様式第１６号 所属部区長意見書 
 財活様式第１７号 特許等出願届 
 財活様式第１８号 譲渡書 
 財活様式第１９号 異議申立書 
 財活様式第２０号 同意書 
 財活様式第２１号 共同出願契約書 
 財活様式第２２号 実施許諾台帳 
財活様式第２３号 履行情報請求書 
財活様式第２４号 履行状況提供書  

○自動販売機関係 
業務実施要領(案) 
自動販売機設置及び設置場所貸付に係る仕様書 
飲料用自動販売機設置業者募集要領（案） 
公募型総合評価方式による評価項目（事例） 
自販機様式１ 
自販機様式２ 
自販機様式３ 
自販機様式４ 
自販機様式５ 
自販機様式６ 
自販機様式７ 
 

○大字有財産様式 
大字有様式１ 事務手続き申請書 
大字有様式１－２ 同意書 
大字有様式２ 登記嘱託書（所有権保存） 
大字有様式３ 登記嘱託書（所有権移転） 
大字有様式４ 登記嘱託書（所有権移転） 
大字有様式５ 承継を証する情報 
大字有様式６ 登記原因証明情報 
大字有様式７－１ 土地売買契約書 
大字有様式７－２ 委任状 
大字有様式７－３ 委任状の交付について 
大字有様式７－４ 所有権移転登記嘱託請求書 
大字有様式８ 登記嘱託書（地目変更） 

 
○参考雛形 
別記様式第 18 号（自主防災組織使用許可用） 
情報提供確認書 

 
 
 
 
 
 

 



標準契約書１（普通貸付用） 

 

※印紙税 土地賃貸借は課税，建物のみ賃貸借は非課税 

 

契約番号を記入する 

▲新▲契第▲号 

 

 

市有財産賃貸借契約書 

 

 貸付人新潟市（以下「甲」という。）と借受人▲▲（以下「乙」という。）とは，次の条項により市有

財産賃貸借契約を締結する。 

 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は，信義を重んじ，誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２ 乙は，貸付物件が市有財産であることを常に考慮し，適正に使用するように留意しなければならない。 

 （貸付物件） 

第２条 

下記枠内から選択する 

①複数の筆がある場合  （貸付物件） 

第２条 甲は，甲が所有する別紙表示の財産（以下「貸付物件」という。）を

乙に貸し付け，乙はこれを借り受ける。 

②筆数が少ない場合  （貸付物件） 

第２条 甲は，甲が所有する次の財産（以下「貸付物件」という。）を乙に貸

し付け，乙はこれを借り受ける。 

  貸付物件 ▲▲「土地」又は「建物」 

  貸付物件の所在 新潟市▲▲ 

  ▲▲「地目」又は「建物名称，構造，使用場所」など 

  貸付面積    ▲㎡ 

 （使用目的） 

第３条 乙は，貸付物件を，▲▲使用目的や施設の名称などの▲▲「用途」又は「敷地」などに自ら供さ

なければならない。 

２ 乙は，前項の使用目的を変更しようとする場合，書面により甲に申し出て，甲の承認を得なければな

らない。 

 （貸付期間） 

第４条 貸付期間は，▲年▲月▲日から▲年▲月▲日までとする。 

自動更新を可能とする

電柱・ゴミステーショ

ンは右欄の項を追加す

ることができる。 

２ 甲は，前項に定める貸付期間が満了する６か月前，乙は前項に定める期間

が満了する３か月前までに甲又は乙がこの契約の解除又は変更等について

の意思表示をしない場合は，次条に定める貸付料及び第１５条に定める違約

金の金額に関する部分を除き，この契約は更に３年間継続する。 

３ 前項の定めは，同項の定めにより継続した貸付契約を更に継続する場合に

収入 

印紙 消
印 

標準契約書の使用上の注意 

●契約内容は必要最低限の規定を定めていますの

で，契約内容に応じて加除が必要です。内容を確

認のうえ不要なものは削除し，必要なものを追加

して使用してください。 



準用する。 

 （貸付料） 

第５条 

下記枠内から選択する 

①貸付期間が１年を超

え３年以内の場合 

（貸付料） 

第５条 貸付料は，次に掲げるとおりとする。 

年次 期間 貸付料の額 

第１年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 

第２年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 

第３年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 
 

②貸付期間が３年を超

える場合 

 （貸付料） 

第５条 貸付料は，△年△月△日から△年△月△日までの期間については，次

に掲げるとおりとする。 

年次 期間 貸付料の額 

第１年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 

第２年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 

第３年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 
 

２ 前項の期間が満了した後にかかる貸付料は，甲の定める貸付料算定基準に

基づき金額を改定し，当該金額を改定する場合は，甲から乙へ通知するもの

とし，乙は，これに同意するものとする。ただし，この金額が適用される期

間は３年間とする。 

３ 前項に定める期間が満了した後の貸付料及び適用期間については，前項を

準用する。 

③貸付料が月額の場合

（電柱等を除く） 

 （貸付料） 

第５条 貸付料は，月額金▲円とする。 

 （貸付料の納付） 

第６条 貸付料の分納，納付期限は公有財産事務取扱要領を参照 

下記枠内から選択する 

①貸付期間が１年以内

で満了する場合 

 （貸付料の納付） 

第６条 前条に定める貸付料は，▲年▲月▲日までに甲の発行する納入通知書

により納付しなければならない。 

②貸付期間が複数年度

でかつ年額を前納する

場合（注：ただし書き

は，年度の途中から貸

付ける場合に記入） 

 （貸付料の納付） 

第６条 前条に定める貸付料は，当該年度分を当該年度の４月３０日までに甲

の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし，▲年▲月▲

日から▲年▲月▲日までの貸付料については，甲の発行する納入通知書の納

付期限までに納付しなければならない。 

２ 前項の規定は，前条第２項（同条第３項の規定により準用する場合を含

む。）の規定により更新した貸付料の納付方法に準用する。 

③貸付期間が１年を超

え３年以内の場合で分

割納付が認められる場

合 

（貸付料の納付） 

第６条 前条に定める貸付料は，次に定めるところにより甲の発行する納入通

知書により納付しなければならない。 

年次 回数 納付金額 納付期限 備考 

第１年次 第１回 ▲円 ▲年４月３０日  

第２回 ▲円 ▲年７月３１日 

第３回 ▲円 ▲年１０月３１日 

第４回 ▲円 ▲年１月３１日 



計 ▲円  

第２年次 第１回 ▲円 ▲年４月３０日  

第２回 ▲円 ▲年７月３１日 

第３回 ▲円 ▲年１０月３１日 

第４回 ▲円 ▲年１月３１日 

計 ▲円  

第３年次 第１回 ▲円 ▲年４月３０日  

第２回 ▲円 ▲年７月３１日 

第３回 ▲円 ▲年１０月３１日 

第４回 ▲円 ▲年１月３１日 

計 ▲円  
 

④貸付期間が３年を超

える場合 

（貸付料の納付） 

第６条 前条に定める貸付料は，次に定めるところにより甲の発行する納入通

知書により納付しなければならない。 

年次 納付金額 納付期限 

第１年次 ▲円 ▲年▲月▲日 

第２年次 ▲円 ▲年▲月▲日 

第３年次 ▲円 ▲年▲月▲日 

２ 前項の規定は，前条第２項（同条第３項の規定により準用する場合を含

む。）の規定により更新した貸付料の納付方法に準用する。 

⑤貸付期間が３年を

超える場合で分割納

付が認められる場合 

（貸付料の納付） 

第６条 前条に定める貸付料は，次に定めるところにより甲の発行する納入通

知書により納付しなければならない。 

年次 回数 納付金額 納付期限 備考 

第１年次 第１回 ▲円 ▲年４月３０日  

第２回 ▲円 ▲年７月３１日 

第３回 ▲円 ▲年１０月３１日 

第４回 ▲円 ▲年１月３１日 

計 ▲円  

第２年次 第１回 ▲円 ▲年４月３０日  

第２回 ▲円 ▲年７月３１日 

第３回 ▲円 ▲年１０月３１日 

第４回 ▲円 ▲年１月３１日 

計 ▲円  

第３年次 第１回 ▲円 ▲年４月３０日  

第２回 ▲円 ▲年７月３１日 

第３回 ▲円 ▲年１０月３１日 

第４回 ▲円 ▲年１月３１日 

計 ▲円  

２ 前項の規定は，前条第２項（同条第３項の規定により準用する場合を含

む。）の規定により更新した貸付料の納付方法に準用する。 

⑥毎月納付の場合 （貸付料の納付） 

第６条 前条に定める貸付料は，甲の発行する納入通知書により毎月の末日ま

でに納付しなければならない。 

 

貸付期間が３年を超える場合は次の条を規定する 

貸付期間が３年を超

える場合 

（貸付料の改定） 

第６条の２ 甲は，貸付物件の価格が上昇し，貸付料が不相当になったときは，



第５条の規定にかかわらず，貸付料の増額を請求することができる。 

２ 甲は，前項に定める貸付料の改定のときは，納付金額及び納付期限を遅滞

なく乙に通知するものとし，乙は，これに同意するものとする。 

 （概算納付） 

第６条の３ 第５条第１項に定める貸付料の適用期間が満了した後，同条第２

項に定める貸付料が決定していない場合には，乙は甲の通知に基づき前年度

の貸付料をもって当該年次の貸付料の概算額として，甲の定める納付期限ま

でに甲の発行する納入通知書により支払わなければならない。 

２ 前項の規定に基づき貸付料の概算額を通知した場合において，決定した貸

付料が概算額を超えるときは，その不足する額を甲の発行する納入通知書に

より納入するものとし，また，概算額に満たない場合には，その超過した額

を次回以降の貸付料から控除する。 

（光熱水費等の負担） 

第７条 使用財産に附帯する設備の使用に係る光熱水費等の実費について，甲の請求がある場合は，甲の

定める方法により当該実費を支払わなければならない。 

（遅延損害金） 

第８条 

下記枠内から選択する 

①（概算納付）を規定

する場合 

 （遅延損害金） 

第８条 乙は，第５条及び同条の３第１項による貸付料，第７条による光熱水

費及び第１５条による違約金を甲が定める納入期限までに納入しない場合

には，納入期限の翌日から納入した日までの期間について，新潟市公有財産

規則（昭和５９年規則第１９号）で定める割合により算定した遅延損害金を

甲に支払わなければならない。 

②（概算納付）を規定

しない場合 

 （遅延損害金） 

第８条 乙は，第５条による貸付料，第７条による光熱水費及び第１５条によ

る違約金を甲が定める納入期限までに納入しない場合には，納入期限の翌日

から納入した日までの期間について，新潟市公有財産規則（昭和５９年規則

第１９号）で定める割合により算定した遅延損害金を甲に支払わなければな

らない。 

（権利譲渡等の禁止） 

第９条 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し又は乙が建設した建物その他の工作物に賃

借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。 

２ 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡してはならない。 

（契約不適合の際の責任）                                 

第１０条 乙は，民法，商法及び本契約のその他の条項にかかわらず，貸付物件が種類，品質または数量

に関して契約の内容に適合しないことを理由として，履行の追完の請求，貸付料の減免及び損害賠償の

請求並びに契約の解除をすることができない。 

（使用上の制限） 

第１１条 乙は，貸付物件の形質変更又は当該物件上に所在する建物その他の工作物等の現状を変更しよ

うとするときは，事前に書面をもって甲に申請し，甲の承認を得なければならない。 

２ 甲は，前項に定める申請があったときは，その可否の決定を書面により乙に通知するものとする。 

（物件保全義務等） 

第１２条 乙は，善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全につとめなければならない。 

２ 乙は，貸付物件が天災その他の事由によって損壊し，第三者に損害を与えた場合には，その賠償の責

任を負うものとし，甲が乙に代わって賠償の責任を果たした場合には，乙に求償することができるもの

とする。 

 （実地調査等） 

第１３条 甲は，甲が必要と定めるとき，乙に対し必要な事項を実地調査し，又は参考となるべき資料そ



の他の報告を求めることができる。この場合において，乙は調査等を拒み，妨げ又は怠ってはならない。 

 （貸付物件の引渡し） 

第１４条 甲は，第４条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡す。 

 （違約金） 

第１５条  

下記枠内から選択する 

①貸付期間が３年以

内 

 （違約金） 

第１５条 乙は，第４条に定める貸付期間中に，次の各号に定める事由が生じ

たときは，それぞれ当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなけれ

ばならない。 

 （１）第３条又は第９条に定める義務に違反又は第１６条の２に該当した場

合は，金▲円 

 （２）第１１条第１項又は第１３条に定める義務に違反した場合は，金▲円 

２ 前項に定める違約金は，第２０条に定める損害賠償額の予定又はその一部

と解釈しない。 

②貸付期間が３年を

超える 

 （違約金） 

第１５条 乙は，第４条に定める貸付期間中に，次の各号に定める事由が生じ

たときは，それぞれ当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなけれ

ばならない。 

 （１）第３条又は第９条に定める義務に違反又は第１６条の２に該当した場

合は，金▲円 

 （２）第１１条第１項又は第１３条に定める義務に違反した場合は，金▲円 

２ 乙が，第５条第１項に定める期間を経過した後においてこの契約に違反し

た場合の違約金は，第５条第２項又は第３項の期間について甲の定める基準

により算定した金額に基づき算出した金額とする。 

３ 前２項に定める違約金は，第２０条に定める損害賠償額の予定又はその一

部と解釈しない。 

 （契約解除） 

第１６条 甲は，次の各号の一に該当する場合は，この契約を解除することができる。 

 （１）甲又は他の公共団体において，貸付物件を公用又は公共の用に供するため必要とする場合 

 （２）乙がこの契約に定める条項に違反した場合 

 （暴力団排除措置による契約解除） 

第１６条の２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，催告を要することなく契約を解除する

ことができる。この場合において，解除により乙に損害があっても，甲はその損害の賠償の責任を負わ

ないものとする。 

 （１）暴力団又は暴力団員（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第２条第２号に

規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員をいう。（以下「暴力団員等」という。以下この項

において同じ。））であると認められる場合 

 （２）役員等（乙が個人である場合にはその者を，乙が法人である場合にはその役員又はその支店若し

くは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい，法人以外の団体である場合は代表者，

理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。） が暴力団員等である

と認められる場合 

 （３）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合 

 （４）役員等が自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団員等を利用したと認められる場合 

 （５）役員等が，暴力団員等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力

団の維持又は運営に協力し，又は関与していると認められる場合 

 （６）役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合 

 （貸付物件の返還） 



第１７条 乙は，第４条に定める貸付期間が満了した場合又は前２条の規定により契約が解除されたとき

は，自己の負担において貸付物件を原状に回復し，甲の指定する期日までに返還しなければならない。

ただし，甲が必要ないと認めたときはこの限りでない。 

２ 乙が，前項に定める措置を履行しない場合において甲がこれを執行したときは，それに要した経費は，

すべて乙が支弁するものとする。 

 （貸付料の精算） 

第１８条 甲は，第１６条又は第１６条の２の定めにより契約が解除された場合には，既納の貸付料を日

割で精算し，未経過期間にかかる貸付料を乙に還付するものとする。 

 （有益費等の請求権の放棄） 

第１９条 乙は第４条に定める貸付期間が満了し，契約が更新されないとき又は第１６条若しくは第１６

条の２の規定により契約が解除された場合において，貸付物件を返還しようとするときは，乙が支出し

た必要経費又は有益費等があってもその償還等の請求をすることができないものとする。 

 （損害賠償） 

第２０条 乙が，この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは，その損害を賠償しな

ければならない。 

 （契約の費用） 

第２１条 この契約の締結に要する費用は，乙の負担とする。 

 （特約又は特例等の措置） 

第２２条 この契約についての特約又は特例その他必要な事項については，別紙により定める。 

連帯保証人が不要となる基準に該当する場合は削除する 

下記枠内から選択する 

①連帯保証人が個人

の場合 

（連帯保証契約） 

第２３条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を極度

額▲万円の範囲内で連帯して保証する。 

②連帯保証人が法人

の場合 

（連帯保証契約） 

第２３条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を連帯

して保証する。 

 （協議） 

第▲条 この契約に定めのない事項について問題が生じたとき，又はこの契約条項の解釈について疑義が

生じたときは，甲乙協議のうえ解決するものとする。 

 （裁判管轄） 

第▲条 本契約に関する訴えの管轄は，新潟市を管轄区域とする新潟地方裁判所とする。 

 

この契約を証するため本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

  ▲年▲月▲日 

 

貸付人   （甲）  新潟市 

               新潟市長 ▲▲ 

 

借受人   （乙）  住所 ▲▲ 

           氏名 ▲▲               印 

 

連帯保証人      住所 ▲▲ 

           氏名 ▲▲               印 



別紙 

複数の物件がある場合 

第２条の規定による貸付物件の表示 

土地 

物件の所在 地番 地目 地積 

▲▲ ▲ ▲▲ ▲㎡ 

▲▲ ▲ ▲▲ ▲㎡ 

計 ▲筆  ▲㎡ 

 

建物（施設名称等） 

物件の所在地 構造 使用場所等 使用床面積 

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲㎡ 

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲㎡ 

計 ▲棟  ▲㎡ 

 

第２２条の規定による特約または特例等の事項 

 
 

特約内容を記載する。ない場合は「なし」と記載する。 

例：連帯保証人に変更が生じた場合は速やかに甲に届け出ること。 



 
 

標準契約書２（一時貸付用※1年以内） 

※印紙税 土地賃貸借は課税，建物のみ賃貸借は非課税 

 

契約番号を記入する 

新▲契第▲号 
 

市有財産一時貸付契約書 
 
 貸付人 新潟市（以下「甲」という。）と借受人▲▲（以下「乙」という。）とは，次の条項により市有

財産一時貸付契約を締結する。 
 
 （信義誠実の義務） 
第１条 甲及び乙は，信義を重んじ，誠実にこの契約を履行しなければならない。 
２ 乙は，貸付物件が市有財産であることを常に考慮し，適正に使用するように留意しなければならない。 
 （一時貸付物件） 
下記枠内から選択する 

①複数の筆がある場合  （一時貸付物件） 

第２条 甲は，甲が所有する別紙表示の財産（以下「一時貸付物件」とい

う。）を乙に貸し付け，乙はこれを借り受ける。 
②筆数が少ない場合  （一時貸付物件） 

第２条 甲は，甲が所有する次の財産（以下「一時貸付物件」という。）を乙

に貸し付け，乙はこれを借り受ける。 

  一時貸付物件 ▲▲「土地」又は「建物」 

  一時貸付物件の所在 新潟市▲▲ 

  ▲▲「地目」又は「建物名称，構造，使用場所」など 

  貸付面積    ▲㎡ 

 （使用目的） 

第３条 乙は，一時貸付物件を，▲▲使用目的や施設の名称などの▲▲「用途」又は「敷地」などに自

ら供さなければならない。 
２ 乙は，前項の使用目的を変更しようとする場合，その事前に書面をもって甲に申し出て，甲の承認を

得なければならない。 
 （貸付期間） 
第４条 貸付期間は，▲年▲月▲日から▲年▲月▲日までとする。 
 （貸付料） 
第５条 前条に定める貸付期間にかかる貸付料は，金▲円とする。 
 （貸付料の納付） 
第６条 前条に定める貸付料は，その全額を，甲の発行する納入通知書により▲年▲月▲日までに納付し

なければならない。 
（光熱水費等の負担） 

第７条 使用財産に附帯する設備の使用に係る光熱水費等の実費について，甲の請求がある場合は，甲の

定める方法により当該実費を支払わなければならない。 

（遅延損害金） 

収入 
印紙 消

印 
標準契約書の使用上の注意 

●契約内容は必要最低限の規定を定めています

ので，契約内容に応じて加除が必要です。内容

を確認のうえ不要なものは削除し，必要なもの

を追加して使用してください。 



第８条 乙は，第５条による貸付料，第７条による光熱水費及び第１５条による違約金を甲が定める納入

期限までに納入しない場合には，納入期限の翌日から納入した日までの期間について，新潟市公有財

産規則（昭和５９年規則第１９号）で定める割合により算定した遅延損害金を甲に支払わなければな

らない。 
 （権利譲渡等の禁止） 
第９条 乙は，甲の承認を得ないで，一時貸付物件を第三者に転貸し又は建設した建物その他の工作物に

賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。 
 （契約不適合の際の責任） 
第１０条 乙は，民法，商法及び本契約のその他の条項にかかわらず，貸付物件が種類，品質または数量

に関して契約の内容に適合しないことを理由として，履行の追完の請求，貸付料の減免及び損害賠償

の請求並びに契約の解除をすることができない。 
 （使用上の制限） 
第１１条 乙は，一時貸付物件の形質変更又は当該物件上に所在する建物その他の工作物等の現状を変更

しようとするときは，事前に書面をもって甲に申請し，甲の承認を得なければならない。 
２ 甲は，前項に定める申請があったときは，その可否の決定を書面により乙に通知するものとする。 
 （物件保全義務等） 
第１２条 甲は，一時貸付物件について修繕義務を負担しない。 
２ 乙は，この契約による一時貸付物件が市有財産であることを常に考慮し，善良な管理者としての注意

をもって維持保全につとめなければならない。 
３ 乙は，一時貸付物件が天災その他の事由によって損壊し，第三者に損害を与えた場合には，その賠償

の責任を負うものとし，甲が乙に代わって賠償の責任を果たした場合には，乙に求償するものとする。 
 （実地調査等） 
第１３条 甲は，甲が必要と定めるとき，乙に対し必要な事項を実地調査し，又は参考となるべき資料そ

の他の報告を求めることができる。この場合において，乙は調査等を拒み，妨げ又は怠ってはならな

い。 
 （一時貸付物件の引渡し） 
第１４条 甲は，第４条に定める貸付期間の初日に一時貸付物件を乙に引き渡す。 
 （違約金） 
第１５条 乙は，第４条に定める貸付期間中に，次の各号に定める事由が生じたときは，それぞれ当該各

号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。 
 （１）第３条又は第９条に定める義務に違反又は第１６条の２に該当した場合は，金▲円 
 （２）第１１条第１項又は第１３条に定める義務に違反した場合は，金▲円 
２ 前項に定める違約金は，第２０条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 
 （契約解除） 
第１６条 甲は，次の各号の一に該当する場合は，この契約を解除することができる。 
 （１）甲又は他の公共団体において，一時貸付物件を公用又は公共の用に供するため必要とする場合 
 （２）乙がこの契約に定める条項に違反した場合 
 （暴力団排除措置による契約解除） 
第１６条の２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，催告を要することなく契約を解除する

ことができる。この場合において，解除により乙に損害があっても，甲はその損害の賠償の責任を負

わないものとする。 
 （１）暴力団又は暴力団員（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第２条第２号に

規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員をいう。（以下「暴力団員等」という。以下この項

において同じ。））であると認められる場合 
 （２）役員等（乙が個人である場合にはその者を，乙が法人である場合にはその役員又はその支店若し

くは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい，法人以外の団体である場合は代表

者，理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。） が暴力団員等で

あると認められる場合 
 （３）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合 
 （４）役員等が自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団員等を利用したと認められる場合 



 （５）役員等が，暴力団員等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力

団の維持又は運営に協力し，又は関与していると認められる場合 
 （６）役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合 
（一時貸付物件の返還） 

第１７条 乙は，第４条に定める貸付期間が満了した場合又は前２条の規定により契約が解除されたとき

は，自己の負担において一時貸付物件を原状に回復し，甲の指定する期日までに返還しなければなら

ない。ただし，甲が必要ないと認めたときはこの限りでない。 
２ 乙が，前項に定める措置を履行しない場合において甲がこれを執行したときは，それに要した経費は

すべて乙が支弁するものとする。 
（貸付料の精算） 

第１８条 甲は，第１６条又は第１６条の２の定めにより契約が解除された場合には，既納の貸付料を日

割で精算し，未経過期間にかかる貸付料を乙に還付するものとする。 
 （有益費等の請求権の放棄） 
第１９条 乙は第４条に定める貸付期間が満了し，契約が更新されないとき又は第１６条若しくは第１６

条の２の規定により契約が解除された場合において，一時貸付物件を返還しようとするときは，乙が

支出した必要経費又は有益費等があってもその償還等の請求をすることができないものとする。 
 （損害賠償） 
第２０条 乙が，この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは，その損害を賠償しな

ければならない。 
 （契約の費用） 
第２１条 この契約の締結に要する費用は，乙の負担とする。 
 （特約又は特例等の措置） 
第２２条 この契約についての特約又は特例その他必要な事項については，別紙により定める。 

連帯保証人が不要となる基準に該当する場合は削除する。 

下記枠内から選択する 

①連帯保証人が個人

の場合 

（連帯保証契約） 
第２３条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を極

度額▲万円の範囲内で連帯して保証する。 

②連帯保証人が法人

の場合 

（連帯保証契約） 

第２３条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を連

帯して保証する。 

 （協議） 
第▲条 この契約に定めのない事項について問題が生じたとき，又はこの契約条項の解釈について疑義が

生じたときは，甲乙協議のうえ解決するものとする。 
 （裁判管轄） 
第▲条 本契約に関する訴えの管轄は，新潟市を管轄区域とする新潟地方裁判所とする。 
 
 この契約を証するため本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 
 
  ▲年▲月▲日 
 
貸付人（甲） 新潟市 
           新潟市長 ▲▲ 
 
借受人（乙） 住所 
       氏名  ▲▲             印 
 
連帯保証人  住所 
       氏名  ▲▲             印 



別紙 

複数の物件がある場合 

第２条の規定による一時貸付物件の表示 
土地 

物件の所在 地番 地目 地積 
▲▲ ▲ ▲▲ ▲㎡ 
▲▲ ▲ ▲▲ ▲㎡ 

計 ▲筆  ▲㎡ 
 

建物（施設名称等） 

物件の所在地 構造 使用場所等 使用床面積 
▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲㎡ 
▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲㎡ 

計 ▲棟  ▲㎡ 
 
第２２条の規定による特約または特例等の事項 

 
 

特約内容を記載する。ない場合は「なし」と記載する。 
例：連帯保証人に変更が生じた場合は速やかに甲に届け出ること。 



1 
 

標準契約書３（定期建物賃貸借・借地借家法が適用される事務所等用） 

※印紙税（土地は課税，建物のみは非課税） 

 

契約番号を記入する 

▲新▲契第▲号 
 

市有財産定期建物賃貸借契約書 
 
 貸付人新潟市（以下「甲」という。）と借受人▲▲（以下「乙」という。）とは，次の条項により市有財

産について借地借家法（平成３年法律第９０号。以下「法」という。）第３８条の規定に基づく定期建物賃

借権の設定を目的とした借家契約を締結する。 
 
 （貸付物件） 
第１条 甲は，甲が所有する別紙表示の財産（以下「貸付物件」という。）を乙に貸し付け，乙はこれを借

り受ける。 
 （使用目的） 
第２条 乙は，貸付物件を，貸付申請書に記載又は添付した使用目的，利用計画（工作物の配置計画を含

む。）及び事業計画書どおりの用途に自ら使用し，甲の承認を得ないで変更してはならない。 
 （貸付期間） 
第３条 貸付期間は，▲年▲月▲日から▲年▲月▲日までとする。 
 （契約更新等） 
第４条 本契約は，法３８条の規定に基づくものであるから，法第２６条，第２８条及び第２９条第１項

並びに民法（明治２９年法律第８９号）第６０４条の規定は適用されないので，契約更新に係る権利は

一切発生せず，前条に定める期間満了時において本契約の更新（更新の請求及び建物の使用の継続によ

るものを含む。）は行われず，貸付期間の延長も行われないものとする。 
 （貸付料） 
第５条  
下記枠内から選択する 

①貸付期間が１年を

超え３年以内の場合 
（貸付料） 

第５条 貸付料は，次に掲げるとおりとする。 

年次 期間 貸付料の額 

第１年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 

第２年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 

第３年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 
 

②貸付期間が３年を

超える場合 
 （貸付料） 

第５条 貸付料は，△年△月△日から△年△月△日までの期間については，

次に掲げるとおりとする。 

年次 期間 貸付料の額 

第１年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 

第２年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 

第３年次 ▲年▲月▲日から▲年▲月▲日まで ▲円 
 

収入 
印紙 消

印 

標準契約書の使用上の注意 
●契約内容は必要最低限の規定を定めていますの

で，契約内容に応じて加除が必要です。内容を確認

のうえ不要なものは削除し，必要なものを追加し

て使用してください。 



２ 前項の期間が満了した後にかかる貸付料は，甲の定める貸付料算定基

準に基づき金額を改定し，当該金額を改定する場合は，甲から乙へ通知

するものとし，乙は，これに同意するものとする。ただし，この金額が

適用される期間は３年間とする。 

３ 前項に定める期間が満了した後の貸付料及び適用期間については，前

項を準用する。 

 （貸付料の納付）貸付料の分納，納付期限は公有財産事務取扱要領を参照 

第６条 前条に定める貸付料は，次に定めるところにより甲の発行する納入通知書により納付しなければ

ならない。 
年次 回数 納付金額 納付期限 備考 

第１年次 

第１回 ▲円 ▲月▲日  
第２回 ▲円 ▲月▲日 
第３回 ▲円 ▲月▲日 
第４回 ▲円 ▲月▲日 
計 ▲円  

第２年次 

第１回 ▲円 ４月３０日  
第２回 ▲円 ７月３１日 
第３回 ▲円 １０月３１日 
第４回 ▲円 １月３１日 
計 ▲円  

第３年次 

第１回 ▲円 ４月３０日  
第２回 ▲円 ７月３１日 
第３回 ▲円 １０月３１日 
第４回 ▲円 １月３１日 
計 ▲円  

 (光熱水費等の負担) 
第７条 使用財産に附帯する設備の使用に係る光熱水費等の実費について，甲の請求がある場合は，

甲の定める方法により当該実費を支払わなければならない。 

（遅延損害金） 

第８条 乙は，第５条による貸付料，第７条による光熱水費及び第１３条による違約金を甲が定める納入

期限までに納入しない場合には，納入期限の翌日から納入した日までの期間について，新潟市公有財産

規則（昭和５９年規則第１９号）で定める割合により算定した遅延損害金を甲に支払わなければならな

い。 
 （使用上の制限） 
第９条 乙は，貸付物件について，第２条について規定する使用目的，利用計画及び事業計画の変更若し

くは貸付物件の模様替え又は改造等により現状を変更（貸付物件の修繕及びその他軽微な変更を除く。）

しようとする場合，事前に変更する理由及び変更後の目的等を書面によって甲に申請し，その承認を受

けなければならない。 
２ 前項に基づく甲の承認は，書面によるものとする。 
 （権利譲渡等） 
第１０条 乙は，貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し又は貸付物件を第三者に転貸しようとするときは，

事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し，その承認を受けなければならない。 
２ 前項に基づく甲の承認は，書面によるものとする。 
 （物件保全義務） 
第１１条 乙は，善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全につとめなければならない。 
 （実地調査等） 
第１２条 甲は，次の各号の一に該当する事由が生じたときは，乙に対し実地調査し又は参考となるべき



資料その他の報告を求めることができる。この場合において，乙は調査等を拒み，妨げ又は怠ってはな

らない。 
 （１）第５条に定める貸付料の納付がないとき 
 （２）第９条及び第１０条に定める甲の承認を受けなかったとき 
本契約に定める義務に違反したとき 

下記枠内から選択する 

①貸付期間が３年以

内 

 （違約金） 
第１３条 乙は，第５条第１項に定める貸付期間中に，次の各号に定める事由

が生じたときは，それぞれ当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わ

なければならない。 
 （１）第２条又は第１０条に定める義務に違反又は第１４条の２に該当した

場合は，金▲円 
 （２）第９条第１項又は第１２条に定める義務に違反した場合は，金▲円 
２ 前項に定める違約金は，第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一

部と解釈しない。 
②貸付期間が３年を

超える 

 （違約金） 
第１３条 乙は，第５条第１項に定める貸付期間中に，次の各号に定める事由

が生じたときは，それぞれ当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わ

なければならない。 
 （１）第２条又は第１０条に定める義務に違反又は第１４条の２に該当した

場合は，金▲円 
 （２）第９条第１項又は第１２条に定める義務に違反した場合は，金▲円 
２ 乙は，第５条第１項に定める期間を経過した後において，本契約に違反し

た場合の違約金は，同条第２項の期間について甲の定める基準により算出し

た金額によることに同意する。なお，金額については，甲から通知する。 
３ 前２項に定める違約金は，第１７条に定める損害賠償額の予定又はその

一部と解釈しない。 
 （契約不適合の際の責任） 
第１３条の２ 乙は，民法，商法及び本契約のその他の条項にかかわらず，貸付物件が種類，品質または

数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として，履行の追完の請求，既納の貸付料の減免及び

損害賠償の請求並びに契約の解除をすることができない。 
（契約解除） 

第１４条 甲は，次の各号の一に該当する場合は，この契約を解除することができる。 
 （１）甲が貸付物件を公用又は公共の用に供するため必要とするとき。 
 （２）乙がこの契約に定める義務に違反したとき。 
 （３）乙が自己の都合により解除する場合で，事前に甲に書面により通知したとき。 

（３）の特約は，当事者の事情により記載を判断する。 

 （暴力団排除措置による契約解除） 
第１４条の２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，催告を要することなく契約を解除する

ことができる。この場合において，解除により乙に損害があっても，甲はその損害の賠償の責任を負わ

ないものとする。 
 （１）暴力団又は暴力団員（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第２条第２号に

規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員をいう。（以下「暴力団員等」という。以下この項に

おいて同じ。））であると認められる場合 
 （２）役員等（乙が個人である場合にはその者を，乙が法人である場合にはその役員又はその支店若し

くは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい，法人以外の団体である場合は代表者，

理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。） が暴力団員等であると



認められる場合 
 （３）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合 
 （４）役員等が自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団員等を利用したと認められる場合 
 （５）役員等が，暴力団員等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力

団の維持又は運営に協力し，又は関与していると認められる場合 
 （６）役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合 
 （原状回復等） 
第１５条 乙は，第３条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定により本契約が解除されたとき

は，貸付物件を原状に回復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし，再契約のほ

か，甲が指示した場合にはこの限りでない。 
 （貸付料の精算） 
第１６条 甲は，本契約が解除された場合には，既納の貸付料を日割でもって精算し，未経過期間に係る

貸付料を乙に返還する。 
 （損害賠償） 
第１７条 乙が，本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは，その損害を賠償しなけ

ればならない。 
 （有益費等の請求権の放棄） 
第１８条 乙は第３条に定める貸付期間が満了し，又は第１４条若しくは第１４条の２の規定により契約

が解除された場合において，貸付物件を返還しようとするときは，乙が支出した必要経費又は有益費等

があってもその償還等の請求をすることができないものとする。 
下記枠内から選択する 

①連帯保証人が個人

の場合 

（連帯保証契約） 
第１９条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を極

度額▲万円の範囲内で連帯して保証する。 

②連帯保証人が法人

の場合 

（連帯保証契約） 

第１９条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を連帯

して保証する。 

 （信義誠実等の義務・疑義の決定） 
第２０条 甲及び乙は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。 
２ 乙は貸付物件が市有財産であることを常に考慮し，適切に使用するように留意しなければならない。 
３ 本契約に関し疑義があるときは，甲乙協議のうえ決定する。 
 （裁判管轄） 
第２１条 本契約に関する訴えの管轄は，新潟市を管轄区域とする新潟地方裁判所とする。 
 （特約又は特例等の措置） 
第２２条 この契約についての特約又は特例その他必要な事項については，別紙により定める。 

 
上記の契約の締結を証するため本契約書２通を作成し，両者記名押印の上，各自その１通を保有する。 

   ▲年▲月▲日 
 
  貸付人  （甲）  新潟市 
                新潟市長 ▲▲ 
 
  借受人  （乙）  住所 ▲▲ 
            氏名 ▲▲              印 
 
  連帯保証人     住所 ▲▲ 
            氏名 ▲▲              印  



別紙 

物件が少ない場合は第１条に規定して構わない 

第１条の規定による貸付物件の表示 
  建物 
     施設名称 
     所在地 
     貸付場所 
     面積 
 
第２１条の規定による特約又は特例等の事項 

 
 

 

公募等により，仕様書等の書類を用いた場合は，その際の書類も契約書と一緒に綴る 
 

定期建物賃貸借契約を締結する場合の注意事項 

 
１．書面の交付と説明義務 
 賃借人に対して，契約の前に次の各号に掲げる内容の説明又は交付を行うこと。これを怠った場合は，

契約の更新がない旨の特約が無効となり，正当事由（公用，公共用に用いることなど）がない限り，契約

更新の拒絶，解約ができない建物賃貸借契約となる。 
 （１）契約の更新がない。（期間満了後に新規に契約することは可能） 
 （２）契約期間の末日で賃貸借契約が終了する。 
 （３）（１）と（２）の内容を記載した書面の交付 
２．契約期間満了の通知 
 契約期間が１年以上の定期建物賃貸借契約は，建物の賃貸人は期間満了の１年前から６か月前までの間

に賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ，契約の終了について建

物の賃借人に対抗することができない。契約期間が１年未満の定期建物賃貸借契約においてはこのような

定めがないので，契約期間の満了と同時に契約は終了する。 
 

○借地借家法（抜粋） 
第３節 定期建物賃貸借等  
（定期建物賃貸借）  
第３８条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては，公正証書による等書面に

よって契約をするときに限り，第３０条の規定にかかわらず，契約の更新がないこととす

る旨を定めることができる。この場合には，第２９条第１項の規定を適用しない。  
２ 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは，建物の賃貸人は，あらかじめ，

建物の賃借人に対し，同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく，期間の満了に

より当該建物の賃貸借は終了することについて，その旨を記載した書面を交付して説明し

なければならない。  
３ 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは，契約の更新がないこととす

る旨の定めは，無効とする。  
４ 第１項の規定による建物の賃貸借において，期間が１年以上である場合には，建物の賃

特約内容を記載する。ない場合は「なし」と記載する。 
例：連帯保証人に変更が生じた場合は速やかに甲に届け出ること。 



貸人は，期間の満了の１年前から６月前までの間（以下この項において「通知期間」とい

う。）に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなけ

れば，その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし，建物の賃貸人が通知

期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては，その通知の日から

６月を経過した後は，この限りでない。  
５ 第１項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借（床面積（建物の一部分を賃貸借の

目的とする場合にあっては，当該一部分の床面積）が２００平方メートル未満の建物に係

るものに限る。）において，転勤，療養，親族の介護その他のやむを得ない事情により，建

物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは，建物の

賃借人は，建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては，建物

の賃貸借は，解約の申入れの日から１月を経過することによって終了する。  
６ 前２項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは，無効とする。  
７ 第３２の規定は，第１項の規定による建物の賃貸借において，借賃の改定に係る特約が

ある場合には，適用しない。 
 



標準契約書４（借地借家法が適用されない自動販売機用） 

 

※印紙税 土地賃貸借は課税，建物のみ賃貸借は非課税 

 

契約番号を記入する 

▲新▲契第▲号 

 

市有財産賃貸借契約書 

 

 貸付人新潟市（以下「甲」という。）と借受人▲（以下「乙」という。）とは，次の条項により市有財産

（建物）賃貸借契約を締結する。 

 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は，信義を重んじ，誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２ 乙は，貸付物件が市有財産であることを常に考慮し，適正に使用するように留意しなければならない。 

 （貸付物件） 

第２条 甲は，甲が所有する別紙表示の財産（以下「貸付物件」という。）を乙に貸し付け，乙はこれを借

り受ける。 

 （使用目的） 

第３条 乙は，貸付物件を，自動販売機の設置場所として供さなければならない。 

 （設置仕様書） 

第４条 乙は次の各号について別紙「自動販売機設置仕様書」のとおり自動販売機を設置する。 

 （１）設置場所 ▲▲  ▲階  ▲室脇 

 （２）設置台数 ▲台 

 （３）設置条件 別紙のとおり 

 （４）販売価格 別紙のとおり 

２ 前項を変更しようとするときは，甲乙協議のうえ定める。 

 （乙の業務内容等） 

第５条 乙は，別紙「業務実施要領」により自動販売機の管理，商品及び材料の搬入並びに売上金の回収

を行うものとする。 

２ 乙は，売上状況を毎月２５日以降翌月１５日までに甲に報告し，甲はこれを確認するものとする。 

 （売上金） 

第６条 自動販売機の売上金は，乙に属するものとする。 

 （費用負担） 

第７条 乙は自動販売機の設置に伴う次の経費を負担する。 

 （１）自動販売機の搬入設置及び撤去に伴う運搬費，工事費等 

 （２）自動販売機の稼動に必要な点検調整費，修理費等 

 （３）ごみ箱，空き缶回収箱等，甲の指示する設置に伴う物品 

 （４）自動販売機の正常稼動に必要な光熱水費 

 （５）ごみ処理費 

２ 前項第１号の工事を実施するときは，予め，甲の承認を得なければならない。 

３ 第１項第４号の光熱水費については，甲が発行する納入通知書により，甲が指定する期日までに納入

するものとする。 

 

収入 

印紙 消
印 

標準契約書の使用上の注意 

●契約内容は必要最低限の規定を定めていますの

で，契約内容に応じて加除が必要です。内容を確

認のうえ不用なものは削除し，必要なものを追加

して使用してください。 



 （商品・機種等の盗難・破損） 

第８条 甲は甲の責によることが明らかな場合を除き，当該自動販売機に係る盗難事故や破損事故等に関

しては，その一切の責任を負わないこととする。また，乙は，自動販売機が毀損，汚損又は紛失したと

きは，速やかに復旧することとし，復旧に係る経費は，乙が負担する。 

 （貸付期間） 

第９条 貸付期間は，▲年▲月▲日から▲年▲月▲日までとする。 

２ 本契約は，民法（明治２９年法律第８９号）に基づく賃貸借契約であるので，借地借家法（平成３年

法律第９０号）の規定は適用されない。 

 （貸付料） 

第１０条 毎月の貸付料は，自動販売機に係る毎月の売上の総合計額を１００で除した値に貸付単価（売

上額１００円に対する貸付料）▲▲．▲▲円を乗じて得た額（円未満切捨て）とし，乙は次に掲げる納

付期限までに，貸付料を甲の発行する納入通知書により甲に支払うものとする。 

下記枠内から選択する 

①月払いとする場合 （貸付料） 

第１０条 毎月の貸付料は，自動販売機に係る毎月の売上の総合計額を１００

で除した値に貸付単価（売上額１００円に対する貸付料）▲▲．▲▲円を乗

じて得た額（円未満切捨て）とし，乙は貸付料を，甲の発行する納入通知書

により毎月▲日までに支払うものとする。 

検針日との兼ね合いにより，あらかじめ期間を定めておく必要があります 

貸付料算定期間 納付期限 

毎月▲日～▲日（売上額確認日） 「毎月▲日」又は「売上額確認

日の翌月の▲日」 

備考 売上額確認日とは，別紙「業務実施要領」の３により，売上金額等

を確認した日をいい，売上の総合計額とは，同要領の３により確認し

た額をいう。 

①分割納付年４回 （貸付料） 

第１０条 毎月の貸付料は，自動販売機に係る毎月の売上の総合計額を１００

で除した値に貸付単価（売上額１００円に対する貸付料）▲▲．▲▲円を乗

じて得た額（円未満切捨て）とし，乙は次に掲げる納付期限までに，貸付料

を甲の発行する納入通知書により甲に支払うものとする。 

納付期限は，必ずしもこの限りでありません。 

回数 貸付料算定期間 納付期限 

第１回 ４月１日から６月売上額確認日 ８月１０日 

第２回 ６月売上額確認日から９月売上額確認日 １１月１０日 

第３回 ９月売上額確認日から１２月売上額確認日 ２月１０日 

第４回 １２月売上額確認日から３月３１日 ５月１０日 

備考 売上額確認日とは，別紙「業務実施要領」の３により，売上金額等

を確認した日をいい，売上の総合計額とは，同要領の３により確認し

た額をいう。 

 （遅延損害金） 

第１１条 乙は，第１０条に規定する貸付料，第１８条に規定する違約金又は第７条第１項第４号及び同

条３項の光熱水費を甲が定める期限までに納入しない場合には，納入期限の翌日から納入した日までの

期間について，新潟市公有財産規則（昭和５９年規則第１９条）で定める割合により算定した遅延損害

金を甲に支払わなければならない。 

 （権利譲渡等の禁止） 

第１２条 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し又は乙が建設した建物その他の工作物に



賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。 

２ 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡してはならない。 

（契約不適合の際の責任）                                 

第１３条 乙は，民法，商法及び本契約のその他の条項にかかわらず，貸付物件が種類，品質または数量

に関して契約の内容に適合しないことを理由として，履行の追完の請求，貸付料の減免及び損害賠償の

請求並びに契約の解除をすることができない。 

 （使用上の制限） 

第１４条 乙は，貸付物件の形質変更又は当該物件上に所在する建物その他の工作物等の現状を変更しよ

うとするときは，事前に書面をもって甲に申請し，甲の承認を得なければならない。 

２ 甲は，前項に定める申請があったときは，その可否の決定を書面により乙に通知するものとする。 

 （物件保全義務等） 

第１５条 甲は，貸付物件について修繕義務を負担しない。 

２ 乙は，この契約による貸付物件が市有財産であることに常に考慮し，善良な管理者としての注意をも

って貸付物件の維持保全につとめなければならない。 

３ 乙は，貸付物件が天災その他の事由によって損壊し，あるいはこの契約にかかる業務の実施にあたり，

第三者に損害を与えた場合には，その賠償の責任を負うものとし，甲が乙に代わって賠償の責任を果た

した場合には，乙に求償することができるものとする。 

 （実地調査等） 

第１６条 甲は，甲が必要と定めるとき，乙に対し必要な事項を実地調査し，又は参考となるべき資料そ

の他の報告を求めることができる。この場合において，乙は調査等を拒み，妨げ又は怠ってはならない。 

 （貸付物件の引渡し） 

第１７条 甲は，第９条第１項に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡す。 

 （違約金） 

第１８条 乙は，第９条第１項に定める貸付期間中に，次の各号に定める事由が生じたときは，それぞれ

当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。 

 （１）第３条又は第１２条に定める義務に違反又は第１９条の２に該当した場合は，金▲円 

 （２）第１４条第１項又は第１６条に定める義務に違反した場合は，金▲円 

２ 前項に定める違約金は，第２２条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

（契約解除） 

第１９条 甲は，次の各号の一に該当する場合は，この契約を解除することができる。 

 （１）甲が貸付物件を公用又は公共の用に供するため必要とする場合 

 （２）乙がこの契約に定める義務に違反した場合 

 （３）乙が自己の都合により，自動販売機を取り下げる場合で，事前に甲に書面により通知したとき。 

（暴力団排除措置による契約解除） 

第１９条の２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，催告を要することなく契約を解除する

ことができる。この場合において，解除により乙に損害があっても，甲はその損害の賠償の責任を負わ

ないものとする。 

（１）暴力団又は暴力団員（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第２条第２号に規

定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員をいう。（以下「暴力団員等」という。以下この項に

おいて同じ。））であると認められる場合 

（２）役員等（乙が個人である場合にはその者を，乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しく

は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい，法人以外の団体である場合は代表者，

理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。） が暴力団員等であると

認められる場合 

（３）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合 

（４）役員等が自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって暴力団員等を利用したと認められる場合 

（５）役員等が，暴力団員等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団

の維持又は運営に協力し，又は関与していると認められる場合 



（６）役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合 

 （貸付物件の返還） 

第２０条 乙は，第９条第１項に定める貸付期間が満了したとき又は前２条の規定により契約が解除され

たときは，自己の負担において貸付物件を原状に回復し，甲の指定する期日までに返還しなければなら

ない。ただし，甲が必要ないと認めたときはこの限りでない。 

２ 乙が，前項に定める措置を履行しない場合において甲がこれを執行したときは，それに要した経費は

すべて乙が支弁するものとする。 

 （有益費等の請求権の放棄） 

第２１条 乙は第９条第１項に定める貸付期間が満了し，又は第１９条若しくは第１９条の２の規定によ

り契約が解除された場合において，貸付物件を返還しようとするときは，乙が支出した必要経費又は有

益費等があってもその償還等の請求をすることができないものとする。 

 （損害賠償） 

第２２条 乙が，この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは，その損害を賠償しな

ければならない。 

 （特約又は特例等の措置） 

第２３条 この契約についての特約又は特例その他必要な事項については，別紙により定める。 

下記枠内から選択する 

①連帯保証人が個人

の場合 

（連帯保証契約） 

第２４条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を極度

額▲万円の範囲内で連帯して保証する。 

②連帯保証人が法人

の場合 

（連帯保証契約） 

第２４条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を連帯

して保証する。 

（協議） 

第２５条 この契約に定めのない事項について問題が生じたとき，又はこの契約条項の解釈について疑義

が生じたときは，甲乙協議のうえ解決するものとする。 

（裁判管轄） 

第２６条 本契約に関する訴えの管轄は，新潟市を管轄区域とする新潟地方裁判所とする。 

 

この契約を証するため本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

  ▲年▲月▲日 

 

貸付人   （甲）  新潟市 

新潟市長 ▲▲ 

 

 

借受人   （乙）  住所  ▲▲ 

           名称等 ▲▲ 

 

連帯保証人      住所 ▲▲ 

           氏名 ▲▲ 



別紙 

 

第２条の規定による貸付物件の表示 

  建物 

     施設名称  ▲▲ 

     所  在  新潟市▲▲ 

     貸付場所  ▲階 ▲室脇 

     面  積  ▲．▲▲㎡ 

 

第２３条の規定による特約又は特例等の事項 

 乙の代表者及び連帯保証人に変更が生じた場合，書面をもって速やかに甲に届け出るものとする。 

 

 

「自動販売機設置仕様書」を契約書と一緒に綴る 

「業務実施要領」を契約書と一緒に綴る 



標準契約書５（使用貸借用※無償貸付） 

 

※印紙税 土地賃貸借は課税，建物のみ賃貸借は非課税 

 

契約番号を記入する 

▲新▲契第▲号 

 

 

 

 

市有財産使用貸借契約書 

 

 貸付人新潟市（以下「甲」という。）と借受人▲▲（以下「乙」という。）とは，次の条項により

市有財産使用貸借契約を締結する。 

 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は，信義を重んじ，誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２ 乙は，貸付物件が市有財産であることを常に考慮し，適正に使用するように留意しなければ

ならない。 

 （貸付物件） 

第２条 甲は，甲が所有する別紙に表示する財産（以下「貸付物件」という。）を乙に無償で貸

し付け，乙はこれを借り受ける。 

 （使用目的） 

第３条 乙は，貸付物件を，▲▲使用目的や施設の名称などの▲▲「用途」又は「敷地」などに

自ら供さなければならない。 

２ 乙は，前項の目的を変更しようとする場合は，書面により甲に申し出て，甲の承認を得なけ

ればならない。 

 （貸付期間） 

第４条 貸付期間は，▲年▲月▲日から▲年▲月▲日までとする。 

（光熱水費等の負担） 

第５条 使用財産に附帯する設備の使用に係る光熱水費等の実費について，甲の請求がある場合

は，甲の定める方法により当該実費を支払わなければならない。 

（遅延損害金） 

第６条 乙は，第５条による光熱水費及び第１３条による違約金を甲が定める納入期限までに納入し

ない場合には，納入期限の翌日から納入した日までの期間について，新潟市公有財産規則（昭和５

９年規則第１９号）で定める割合により算定した遅延損害金を甲に支払わなければならない。 

 （転貸等の禁止） 

第７条 乙は，この契約による権利を譲渡し，若しくは転貸し，又は担保の目的に供してはなら

ない。 

（契約不適合の際の責任）                                 

第８条 乙は，民法，商法及び本契約のその他の条項にかかわらず，貸付物件が種類，品質また

は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として，履行の追完の請求及び損害賠償の

請求をすることができない。 

収入 

印紙 割
印 

標準契約書の使用上の注意 

●契約内容は必要最低限の規定を定めています

ので，契約内容に応じて加除が必要です。内容

を確認のうえ不要なものは削除し，必要なもの

を追加して使用してください。 



 （使用上の制限） 

第９条 乙は，貸付物件の形質変更又は当該物件上に所在する建物その他の工作物等の現状を変

更しようとするときは，事前に書面をもって甲に申請し，甲の承認を得なければならない。 

２ 甲は，前項に定める申請があったときは，その可否を書面により乙に通知するものとする。 

（物件保全義務等） 

第１０条 乙は，善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全につとめなければなら

ない。 

２ 乙は，貸付物件が天災その他の事由によって損壊し，第三者に損害を与えた場合には，その

賠償の責任を負うものとし，甲が乙に代わって賠償の責任を果たした場合には，乙に求償する

ことができるものとする。 

 （実地調査等） 

第１１条 甲は，甲が必要と定めるとき，乙に対し必要な事項を実地調査し，又は参考となるべ

き資料その他の報告を求めることができる。この場合において，乙は調査等を拒み，妨げ又は

怠ってはならない。 

 （貸付物件の引渡し） 

第１２条 甲は，第４条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡す。 

 （違約金） 

第１３条 乙は，貸付期間中に，次の各号に定める事由が生じたときは，それぞれ当該各号に定

める金額を違約金として甲に支払わなければならない。 

 （１）第３条第１項又は第７条に定める義務に違反又は第１４条の２に該当した場合は，金▲

円 

 （２）第９条第１項又は第１１条に定める義務に違反した場合は，金▲円 

２ 前項に定める違約金は，第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

 （契約解除） 

第１４条 甲は，次の各号の一に該当する場合は，この契約を解除することができる。 

（１）甲又は他の公共団体において，貸付物件を公用又は公共の用に供するため必要とするとき。 

（２）乙がこの契約に定める条項に違反したとき。 

（暴力団排除措置による契約解除） 

第１４条の２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，催告を要することなく契約を

解除することができる。この場合において，解除により乙に損害があっても，甲はその損害の

賠償の責任を負わないものとする。 

（１）暴力団又は暴力団員（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第２条第

２号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員をいう。（以下「暴力団員等」と

いう。以下この項において同じ。））であると認められる場合 

（２）役員等（乙が個人である場合にはその者を，乙が法人である場合にはその役員又はその支

店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい，法人以外の団体で

ある場合は代表者，理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において

同じ。） が暴力団員等であると認められる場合 

（３）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合 

（４）役員等が自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって暴力団員等を利用したと認められる場合 

（５）役員等が，暴力団員等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴

力団の維持又は運営に協力し，又は関与していると認められる場合 

（６）役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合 

 （貸付物件の返還） 



第１５条 乙は，第４条に定める貸付期間が満了したとき又は前２条の規定により契約が解除さ

れたときは，自己の負担において貸付物件を原状に回復し，甲の指定する期日までに返還しな

ければならない。ただし，甲が必要ないと認めたときはこの限りでない。 

 （有益費等の請求権の放棄） 

第１６条 乙は第４条に定める貸付期間が満了し，又は第１４条若しくは第１４条の２の規定に

より契約が解除された場合において，貸付物件を返還しようとするときは，乙が支出した必要

経費又は有益費等があってもその償還等の請求をすることができないものとする。 

 （損害賠償） 

第１７条 乙が，この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは，その損害を

賠償しなければならない。 

 （契約の費用） 

第１８条 この契約の締結に要する費用は，乙の負担とする。 

 （特約又は特例等の措置） 

第１９条 この契約についての特約又は特例その他必要な事項については，別紙により定める。 

連帯保証人が不要となる基準に該当する場合は削除する 

下記枠内から選択する 

①連帯保証人が個人

の場合 

（連帯保証契約） 

第２０条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を

極度額▲万円の範囲内で連帯して保証する。 

②連帯保証人が法人

の場合 

（連帯保証契約） 

第２０条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を

連帯して保証する。 

 （協議） 

第▲条 この契約に定めのない事項について問題が生じたとき，又はこの契約条項の解釈につい

て疑義が生じたときは，甲乙協議のうえ解決するものとする。 

 

この契約を証するため本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

  ▲年▲月▲日 

 

 

貸付人   （甲）  新潟市 

               新潟市長 ▲▲ 

 

 

借受人   （乙）  住所 ▲▲ 

           氏名 ▲▲               印 

 

 

連帯保証人      住所 ▲▲ 

           氏名 ▲▲               印 

 

 



別紙 

物件が少ない場合は第２条に規定して構わない 

第２条の規定による貸付物件の表示 

土地 

物件の所在 地番 地目 地積 

▲▲ ▲ ▲▲ ▲㎡ 

▲▲ ▲ ▲▲ ▲㎡ 

計 ▲筆  ▲㎡ 

 

建物（施設名称等） 

物件の所在地 構造 使用場所等 使用床面積 

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲㎡ 

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲㎡ 

計 ▲棟  ▲㎡ 

 

第１９条の規定による特約または特例等の事項 

 

特約内容を記載する。ない場合は「なし」と記載する。 

例：連帯保証人に変更が生じた場合は速やかに甲に届け出ること。 



標準契約書６（交換用） 

 

※印紙税 土地賃貸借は課税，建物のみ賃貸借は非課税 

 

契約番号を記入する 

▲新▲契第▲号 
 

普通財産交換契約書 
 
新潟市（以下「甲」という。）と▲▲（以下「乙」という。）とは，相互にその所有する物件の所有権

を移転する目的を持って，次の条項により，交換契約を締結する。 
（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。 
（交換物件） 

第２条 交換物件は，次のとおり。 
（１）甲が交換に供する物件（以下「渡財産」という。） 

所  在  地 区 分 数 量 摘 要 
    
   

（２）乙が交換に供する物件（以下「受財産」という。） 
所  在  地 区 分 数 量 摘 要 

    
   

（所有権の移転および登記の嘱託） 
第３条 交換する物件の所有権は，本契約を締結したときに，それぞれ相手方に移転する。 
２ 乙は，本契約締結の際あらかじめ登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の現金領収書等所有権移転登

記の嘱託に必要な書類等を甲に提出しなければならない。 
（物件の引渡し） 

第４条 甲乙両者は，前条第１項の規定により交換物件の所有権が相互に移転したときに引き渡す。 
２ 甲乙両者は，前項の規定により物件の引渡しを完了する時までは，相互に善良な管理者としての注意

をもって，相手方の所有となる物件を無償で保管する。 
（危険負担） 

第５条 本契約締結のときから，甲乙両者が相互に交換する物件を引き渡すときまでにおいて，当該物件

が，当該物件を引き渡すべき者の責に帰すことができない事由により滅失又は毀損したときは，その

損害は，それぞれ当該物件の引渡しを受けるべき者の負担に帰するものとする。 
（契約不適合の際の責任）                                 

第６条 乙は，民法，商法及び本契約のその他の条項にかかわらず，渡財産が種類，品質または数

量に関して契約の内容に適合しないことを理由として，履行の追完の請求，価額の減免若しくは

損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

（税金等の負担） 
第７条 受財産にかかる租税公課，受益者負担金，その他の賦課金，未納金又は追徴金等で所有権移転登

記をした日の前日までの原因によるものは，乙の負担とする。 

収入 
印紙 消

印 

標準契約書の使用上の注意 
●契約内容は必要最低限の規定を定めていますの

で，契約内容に応じて加除が必要です。内容を確

認のうえ不用なものは削除し，必要なものを追加

して使用してください。 



（契約解除） 
第８条 甲は，乙が本契約に定める義務を履行しないときは，本契約を解除することができる。 
（損害賠償） 

第９条 乙が本契約に定める義務を履行しないため，甲に損害を与えたときは,乙はその損害に相当する

金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 
（契約の費用） 

第１０条 本契約に関して必要な一切の費用は，すべて乙の負担とする。 
（疑義の決定） 

第１１条 本契約に関し疑義があるときは，甲乙協議のうえ決定する。 
（裁判管轄） 

第１２条 本契約に関する訴えの管轄は，新潟市役所所在地を管轄区域とする裁判所とする。 
 
上記契約の締結を証するため，本契約書を２通作成し，両者記名押印のうえ各自その１通を保有する。 

 
  ▲年▲月▲日 
     

甲   新潟市 
       新潟市長   ▲▲ 

 
            乙  住所 
               氏名             印 
 



標準契約書７（譲与用） 

契約番号を記入する 

▲新▲契第▲号 
 
 
 

 
普通財産譲与契約書 

 
譲与人新潟市（以下「甲」という。）と譲受人▲▲ （以下「乙」という。）とは，次の条項により普

通財産の譲与契約を締結する。 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。 

（譲与の根拠） 

第２条 甲は，新潟市財産条例（平成２５年新潟市条例第５号）第８条第▲号の規定に基づき，次条に掲

げる物件を乙に譲与する。 

（譲与物件） 

第３条 譲与物件は,次のとおり。 
所在地 区分 数量 摘要 

    
    

（所有権の移転） 
第４条 譲与物件の所有権は，本契約を締結したときに乙に移転する。 
（登記嘱託請求書等） 

第５条 乙は，本契約締結の際あらかじめ登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の現金領収証書を甲に提

出しなければならない。 
（譲与物件の引渡し） 

第６条 甲は，前条の規定により譲与物件の所有権が乙に移転したときに引き渡したものとみなす。 
（契約不適合の際の責任）                                 

第７条 乙は，民法，商法及び本契約のその他の条項にかかわらず，譲与物件が種類，品質または数量に

関して契約の内容に適合しないことを理由として，履行の追完の請求又は損害賠償の請求並びに契約

の解除をすることができない。 
（契約の費用） 

第８条 本契約の締結に関して必要な一切の費用は，すべて乙の負担とする。 
（疑義の決定） 

第９条 本契約に関し疑義があるときは，甲乙協議のうえ決定する。 
（裁判管轄） 

第１０条 本契約に関する訴えの管轄は，新潟市役所所在地を管轄区域とする裁判所とする。 
 
 上記契約の締結を証するため，本契約書を２通作成し，両者記名押印のうえ各自その１通を保有する。 
 
  ▲年▲月▲日 
 
 甲   新潟市  
         新潟市長 ▲▲ 
 乙   住所 
     氏名               印 

標準契約書の使用上の注意 
●契約内容は必要最低限の規定を定めていますの

で，契約内容に応じて加除が必要です。内容を確

認のうえ不用なものは削除し，必要なものを追加

して使用してください。 



＊ 市では，新潟市暴力団排除条例に基づき，行政事務全般から暴力団を排除するため，申請者に暴力団等ではない

旨の誓約をお願いしています。 

 

暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 

 

私（当法人・当団体）は，新潟市公有財産規則の規定に基づく貸付けの申請を行うに当たり，下記の事項

について誓約します。 

 

記 

 

１ 私（当法人・当団体）は次のいずれにも該当しません。 

(1)   暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成 24 年新潟市条例第 61 号）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。） 

(2)  暴力団員（新潟市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3)  役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有す

る者をいい，法人以外の団体である場合は代表者，理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。）

が暴力団員であるもの 

(4)  暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの 

(5)  自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用しているもの 

(6)  暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の

維持運営に協力し，又は関与しているもの 

(7)  その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの 

 

 

２ 新潟市暴力団排除条例の主旨に基づき裏面名簿を提出します。名簿に記載されたすべての者は，暴力団 

員等であるか否かの確認のため，新潟県警察本部に対してこの名簿による照会が行われる場合があること 

に同意しております。なお，名簿記載内容は事実と相違ありません。 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

新潟市長  様 

 

 

 

 

 

〔法人，団体にあっては所在地〕 

住 所 

 

                                                         

〔法人，団体にあっては名称及び代表者の氏名〕 

 

 

（ふりがな） 

氏  名                               ㊞    

 

生年月日  （ 明治 ・ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 ）     年     月     日 

 



＊ 市では，新潟市暴力団排除条例に基づき，行政事務全般から暴力団を排除するため，申請者に暴力団等ではない

旨の誓約をお願いしています。 

（暴力団等の排除に関する誓約書添付資料） 

名簿（役員等一覧表） 
 

【記載方法】 

① 記載例に従って，役職，氏名，カナ，生年月日，性別，住所を記載してください。 

② 法人の場合には登記事項証明書に記載されている役員全員及び支店若しくは事務所の代表者を記載して 

ください。団体及び個人事業者の場合には代表者を記載してください。 

③ 生年月日の記載について，Ｔ～大正，Ｓ～昭和，Ｈ～平成として，元号に丸をつけてください。 

④ 性別の記載について，どちらかに○をつけてください。 

⑤ 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。 

 
法人・団体・個人名：                                 

 

役 職 氏 名 カ ナ 生年月日 
性

別 
住 所 

【記載例】 

代表取締役社長 

 

 

新潟 太郎 

 

 

ニイガタ タロウ 

 

Ｔ 

Ｓ 11 年 11 月 11 日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
新潟市中央区○○1丁目1番1号 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

 

 

 

  

Ｔ 

Ｓ   年   月    日 

Ｈ 

男 

・ 

女 
 

＊ 上記に記載された個人情報については，暴力団員等の該当性の確認にのみ使用し，その他の目的には一切使用しません。 

また，その取扱いについては，新潟市個人情報保護条例を遵守し，適正に管理いたします。 



財活様式第 1 号 
庁内掲示承諾書 

 
  年  月  日 

 
 （宛先）新潟市長 

 郵便番号 
 住所 
 氏名            
 電話番号 

 
 
 下記不動産について，行政目的の活用希望を募る目的のため，庁内掲示に供することを承諾します。 
 

記 
 
１ 不動産の所在等 

所在地 地番 地目 
構造 

登記面積 
（㎡） 

所有者 

新潟市      

 
２ 活用希望の有無等 
 
 
 
３ 添付資料 
  ・位置図 
  ・登記事項証明書の写し 
 
 
 
 
 
 
 
 注 共有物件の場合は連名申請とし，共有者全員の署名と持分を記載する。 
   所有者が死亡若しくは所在不明の場合，推定相続人全員の署名とする（遺産分割協定書を添付

する）。 



財活様式第 2 号 
寄附相談確認書 

１ 概要 

 
２ 確認事項 

確認項目 内容 確認欄 
(1)寄附物件の要件の確

認 
新潟市公有財産事務取扱要領に規定する寄附物件の

受理要件に該当するものか。 
 

(2)所有者の確認 
 

寄附物件の所有者と窓口に来た申出者は同一人物

か。異なる場合は所有者との関係及び所有者からの

承諾を得ているか口頭確認する。 

 

(3)特定の行政目的での

活用希望の確認 
「公園用地」として活用を希望するなど，特定の希

望について確認する。 
特定の希望があった場合は，希望以外でも活用を希

望するか口頭確認する。 

 

(4)売払処分の意思確認 行政活用が見込めない場合，市が売払処分すること

の可否について口頭確認する。 
 

(5)庁内掲示承諾書の提

出 
庁内に活用見込みを照会するため，掲示板等で希望

者を募ることを承諾する承諾書の提出を受ける。 
 

(6)参考資料の提出 寄附物件の把握及び庁内掲示照会の参考資料とし

て，登記事項証明書等の所有権を証する書類，位

置，面積などを示す書類の提供を受ける。 

 

(7)現況写真の添付 現況がわかる写真を添付する。  
 
以上確認したので回送します。 

 
財産活用課長 様 

                 年  月  日 
確認者     部・区     課     係 

  担当：       内線      

受 付 日     年  月  日 

寄附相談者 
住 所  
氏 名  
電話番号  

寄附物件の

内容 

種別 面積等 地目・構造 所在 
□土地 
□建物 

㎡   

寄附しよう

とする理由  

寄附後の用

途の指定  



財活様式第 3 号 
普通財産交換申出書 

年  月  日 
 
 （宛先）新潟市長 
 
                       申請者  〒 
                            住所 
                            氏名              印 

(法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者の氏名) 

                            電話番号    （    ）     
 
 
 下記のとおり，新潟市財産条例第７条に基づく交換を願いたいので，関係書類を添えて申し出ます。 
 

記 
 
 １ 申請者交換財産 

土地建

物の別 
財産の所在地 地番 

地目又 
は構造 

数量又 
は面積 

所有者 備考 

       

 
 ２ 交換希望市有財産 

土地建

物の別 
財産の所在地 地番 

地目又 
は構造 

数量又 
は面積 

所有者 備考 

       

 
 ３ 交換を必要とする理由 
 
 
 
 ４ その他参考事項（権利関係等） 
 
 
 
（添付書類） 
 ・位置図 
 ・平面図 
 ・公図の写し 
 ・測量図 
 ・登記事項証明書 
 ・交換しようとする財産に利害関係人がいる場合は，その同意書 



財活様式第 4 号 
新 第 号 

  年  月  日 
 財産活用課長 様 
 

課長 
（担当  内線  ） 

 
 

用途廃止（済・予定）財産の庁内利用照会について（依頼） 
 
 下記のとおり，用途廃止（済・予定）財産を，他の所属で利用する希望があるか庁内利用照会を依

頼します。 
 

記 

財 産 の 概 要 

口 座 名  口 座 番 号  

所 在 新潟市 

区 分 地 番 地目又は構造 数 量 備 考 

     

     

     

財 産 の 態 様  

その他参考事項  

物件に関する問

い 合 わ せ 先 
    部・区役所       課     係     内線 

   
  添付資料 
   １ 図面（位置図，平面図，建物図面） 
   ２ 写真（外景，内観，外観等） 
   ３ 財産の概要が確認できる資料（登記事項証明書，建築確認許可書等の写しなど） 



財活様式第 5 号 
公有財産貸付料還付申請書 

年  月  日 
（宛先）新潟市長 

申請者  〒 
   住所 
   氏名            
   電話番号   （   ） 

 
 下記のとおり公有財産貸付料の還付を受けたいので申請します。 
 

記 
使用財産 

□ 土地 
□ 建物 

所在 地番 地目又は構造 面積 備考 
新潟市     

貸付の別 □ 普通財産貸付  □ 行政財産貸付 
貸付期間     年  月  日 から    年  月  日 
還付を受けよう

とする理由 
 

返還日又は 
返還予定日 

    年  月  日 

既納の貸付料 円 納付日 年  月  日 
還付請求概算額        円 

【留意事項】 
１ 概算額は，次の算式により算定します。 

既納額[      ] × 既納額の算定日数に係る未経過日数[     ][     ]
許可・契約日数（既納額の算定日数）

= 還付請求概算額[      ]  
２ 還付請求額は概算額となります。実際の還付にあたっては，財産の返還を受け，原状回

復等の事務手続きが完了したうえで未経過日数（還付対象日数）を確定することとなりま

す。 
還付方法 
（口座受取） 

※契約者が受取人となります。 
    金融機関名           本支店名 
    口座種別 □ 普通 □ 当座   口座番号 
    口座名義人  

備考 １ □ へは，該当する項目に□を記してください。 
   ２ 本申請書を提出されても，現に使用若しくは原状回復が履行されていない場合などは，還

付の対象とならないことがあります。 



財活様式第 6 号 
新 第  号 

  年  月  日 
        様 
 

新潟市長      
（担当    ） 

 
公有財産貸付料還付決定通知書 

 
 下記のとおり公有財産貸付料の還付を決定したので通知します。 
 

記 
 
区分 □普通財産貸付料  □行政財産貸付料 

使用財産 
区分 所在 地番 

地目又

は構造 
面積又

は数量 
備考 

      

貸付期間     年  月  日から    年  月  日まで（ 日間） 
財産の返還申出

日及び確認日 
申出日    年  月  日 
確認日    年  月  日 

原状回復の状況等 
 

実使用期間     年  月  日から    年  月  日まで （ 日間） 

未使用期間 
    年  月  日から    年  月  日まで （ 日間） 
うち既納貸付料の還付に係る期間 
    年  月  日から    年  月  日まで （ 日間） 

貸付料納付日     年  月  日 納付金額    円 
還付決定額   円 

算定方法 

算定式 

既納額[      ] ×未経過日数[   ][   ]
貸付日数

＝
還付決定額[     ] 

未経過日数及び貸付日数は，既納貸付料の期間によるものとする。 
還付日     年  月  日（下記方法による） 

還付方法 
口座振替 金融機関名      本市店名     
     種別   口座番号    口座名義人 

備考 
 

 



財活様式第 7 号 
新 第  号の  

  年  月  日 
 

公有財産貸付料不還付決定通知書 
 
 
        様 
 

新潟市長       
（担当     ） 

 
    年 月 日付で提出のあった公有財産貸付料還付申請書について，下記理由により還付しな

いことを決定したので通知します。 
 
 

記 
 
 不還付の理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

財活様式第 8 号 

賃貸借契約，特例適用なし 

新 第 号 

年 月 日 

            様 

新潟市長     

 

市有財産貸付料の改定について（通知） 

 

 あなたと 年 月 日に締結した市有財産賃貸借契約について，貸付料の適用期間の更新（同契約

第 条第 項に定める期間の満了）に伴う 年 月 日から 年 月 日までの貸付料及び契約違反

した場合の違約金の額が決定したので，同契約第 条第 項及び第 条第 項の規定に基づき下記の

とおり通知します。 

 

記 

１ 貸付け料決定額 

年次 適用期間 貸付け料年額 

第１年次 年  月  日から    年  月  日まで 円 

第２年次 年  月  日から    年  月  日まで 円 

第３年次 年  月  日から    年  月  日まで 円 

 

２ 納入金額及び納入期限 

年次 回数 納入金額 納付期限 備考 

１年次 第１回 円   年４月３０日  

第２回 円   年７月３１日  

第３回 円   年１０月３１日  

第４回 円   年１月３１日  

計 円   

２年次 第１回 円   年４月３０日  

第２回 円   年７月３１日  

第３回 円   年１０月３１日  

第４回 円   年１月３１日  

計 円   

３年次 第１回 円   年４月３０日  

第２回 円   年７月３１日  

第３回 円   年１０月３１日  

第４回 円   年１月３１日  

計 円   

 

３ 違約金 

  第 条第 項 金     円 

  第 条第 項 金     円 

 

この通知に関するお問い合わせ先     

新潟市  部区 課  係    電話       



 

 

財活様式第 8 号の 2 

賃貸借契約，特例あり 

新 第 号 

年 月 日 

            様 

新潟市長     

 

市有財産貸付料の改定について（通知） 

 

 あなたと 年 月 日に締結した市有財産賃貸借契約について，貸付料の適用期間の更新（同契約

第 条第 項に定める期間の満了）に伴う 年 月 日から 年 月 日までの貸付料及び契約違反

した場合の違約金の額が決定したので，同契約第 条第 項及び第 条第 項の規定に基づき下記の

とおり通知します。 

記 

１ 貸付料の額 

年次 適用期間 
貸付料の額（特例に

よる調整後の額） 
参考（本則額） 

第１年次 年 月 日から  年 月 日まで 円 円 

第２年次 年 月 日から  年 月 日まで 円 円 

第３年次 年 月 日から  年 月 日まで 円 円 

  注）貸付料の額（特例による調整後の額）は，特例措置が適用されて本来徴収されるべき貸付料

の額（本則額）よりも低い額となっています。この特例措置は，本則額に到達するまで毎年次

およそ５％ずつ上昇していき，本則額に到達した時点で適用除外となります。 

 

２ 納入金額及び納入期限 

年次 回数 納付金額 納付期限 備考 

１年次 

第１回 円   年４月３０日  

第２回 円   年７月３１日  

第３回 円   年１０月３１日  

第４回 円   年１月３１日  

計 円   

２年次 

第１回 円   年４月３０日  

第２回 円   年７月３１日  

第３回 円   年１０月３１日  

第４回 円   年１月３１日  

計 円   

３年次 

第１回 円   年４月３０日  

第２回 円   年７月３１日  

第３回 円   年１０月３１日  

第４回 円   年１月３１日  

計 円   

 

３ 違約金 

  第 条第 項 金     円 

  第 条第 項 金     円 

 

この通知に関するお問い合わせ先     

新潟市  部区 課  係    電話       



財活様式第 9 号 
新 第  号の  
年  月  日 

 
延納決定通知書 

 
 
        様 
 

新潟市長       
（担当     ） 

 
    年 月 日付で提出のあった延納申請書について，下記のとおり許可しますので通知します。 
 

記 
 
１ 延納物件の概要 

物件の所在 新潟市○○区○○  番 
物件の種別 土地 
面積等 面積 
所有権移転の別 所有権移転登記済（抵当権設定あり） 

 
２ 延納額及び利率 

延納の額 ○円 
 うち即納金 ○円 
 うち分納金 ○円 
利率 ○.○% 
支払回数及び方法 ○回 

 
３ 分納額明細書 

期間 分納期限 
延納額の分納額 

備考 
分納額 延納利息額 納付額 

第 1 回 年 月 日 円 円 円  
第 2 回 年 月 日 円 円 円  
第 3 回 年 月 日 円 円 円  

～ ～ ～ ～ ～  
第 120 回 年 月 日 円 円 円  

計  円 円 円  
 
４ その他留意事項 
 (1) 納付に関する説明を記載すること 
 (2) 所有権移転等の権利関係について説明すること 
 (3) その他必要事項を説明すること 
 



財活様式第 10 号 
新 第  号の  
年  月  日 

 
延納不決定通知書 

 
 
        様 
 

新潟市長       
（担当     ） 

 
    年 月 日付で提出のあった延納申請書について，下記１の理由により延納を認めませんの

で，下記２のとおり代金を納付してください。 
 
 

記 
 
１ 不決定の理由 
 
 
 
２ 代金の納付について 
 
 



財活様式第 11 号 
新 第  号の  
年  月  日 

 
延納決定取消通知書 

 
 
         様 
 

新潟市長       
（担当     ） 

 
 
  年 月 日付延納を決定したものについて，下記事由により延納の特約を取消しますので通知し

ます。 
 
 

記 
 
１ 取消事由 
 
 
２ 「残金の納付について」又は「元本の返還と財産の返還について」 
 
 
３ その他 
 



財活様式第 12 号 

特許等実施許諾申請書 

年  月  日 

 (届出先) 新潟市長 様 

                   申請者 住所 

                       氏名 

                       （担当者氏名） 

       電話 

 下記のとおり、特許等の実施の許諾を得たいので申請します。 

記 

 １ 特許（出願）番号 

 ２ 発明の内容 

 ３ 実施の目的及び用途 

 ４ 実施期間      年 月 日～  年 月 日 

 ５ 実施料       新潟市の算定のとおりとする 

 ６ 添付資料 

  （１）利用計画書 

  （２）法人登記簿謄本 

  （３）会社概要 

  （４）その他 

 

 

 

 

 



財活様式第 13 号 

実施計画書 

１ 生産品目及び用途 

２ 実施場所 

３ 実施の態様 

 （１）製造要領 

 （２）製造工程 

４ 製造及び販売計画 

 （１）生産設備 

   ア 現有のもの 

   イ 新設するもの 

 （２）生産及び販売見込み数量 

 （３）見積原価計算 

   ア 材料費 

   イ 労務費 

   ウ 工場間接経費 

   エ 一般管理費 

   オ その他 

      計 

 （４）販売計画 

 （５）販売方法 

 

 

 

 



財活様式第 14 号 

実施状況報告書 

年  月  日 

 (届出先) 新潟市長 様 

                   申請者 住所 

                       氏名 

                       （担当者氏名） 

       電話 

 

特許番号（出願番号） 

 発明名称 

 

上記の発明の実施状況について、次のとおり報告します。 

記 

 

 

 

製品別 販 売 

単 価 

前期末

在 庫 

数 量 

当 期 

生 産 

数 量 

当 期

販 売 

数 量 

当期末

在 庫 

数 量 

当 期

売 上 

数 量 

予 定 

実施料 

年 

期 

 円     円 円 

（販売先） 

 

 

 

 

 



財活様式第 15 号 
年   月   日 

 

新 潟 市 長 様 

発明者 

所属 

職・氏名         印 

 

発明等届 

 

このたび下記の発明をしたので、新潟市公有財産事務取扱要領（第8章第6節

無体財産権第7(2)）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 
１  発明の名称 

 

２  職務発明か否か及び権利の帰属に関する意見並びにその理由 

 

(1) 職務発明か否か 

 

(2) 権利の帰属に関する意見 

 

３ 関係書類 

 

(1) 明細書 

 

(2) 図面 

 

(3) 発明をするに至った経過に関する書面 

 

注 2 人以上の者が共同して発明したときは、発明者全員の所属及び職氏名を連

記(職員以外の者が共同発明者である場合には、その住所及び氏名又は法人の名

称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載)し、それぞれの持分の割合

及びその根拠を記載した書類を添付すること。 

 

 



財活様式第 16 号 
年   月   日 

 

新 潟 市 長 様 

 

所属部・区長       印 

 

所属部区長意見書 

 

下記の発明について、新潟市公有財産事務取扱要領（第8章第6節無体財産権

第7(2)）の規定により提出します。 

 

記 

 

１  発明者 所属            職・氏名 

 

発明の名称 

 

２  職務発明の認定に関する意見 

 

(1) 発明の区分 

 

職務発明・職務発明でない発明 

 

(2) 発明の区分に関する根拠 

 

３  発明の評価 

 

４ その他 

(1) 権利承継の必要性  あり ・ なし 

 

(2) 持分の割合に関する意見(共同発明の場合にのみ記入) 

 

注 発明の評価は、本市の行政施策への活用の可能性、企業の実施等の見通し、

権利承継に関する意見、持分の割合に関する意見等を総合評価して記入するこ

と。 

 

 



財活様式第 17 号 
年   月   日 

 

新 潟 市 長 様 

 

発明者 

所属 

職・氏名        印 

 

特許等出願届 

 

下記の発明については、新潟市公有財産事務取扱要領（第8章第6節無体財産

権第7(6）)の規定により、発明者の名義で出願をしましたので、出願書類(写し)

を添えて届け出ます。 

なお、この発明については、  年  月  日付けで発明等届を提出済です。 

 

記 

 
１ 発明の名称 

 

２  出願年月日        年  月  日 

 

３  出願番号 

 

４  添付書類   出願書類(写し) 

 

 

 



財活様式第 18 号 
年   月   日 

 

新 潟 市 長 様 

 

発明者 

所属 

職・氏名          印 

 

譲渡書 

 

新潟市公有財産事務取扱要領（第8章第6節無体財産権第7(4)）の規定により、

下記の発明に係る特許を受ける権利・特許権を新潟市に譲渡します。 

 

記 

 
発明の名称 

 

 

注１ ２人以上の者が共同して発明したときは、発明者全員の所属及び職氏名 

を連記し、それぞれの持分の割合を記載すること。 

 

注２ 職員以外の者と共同して発明したときは、その者の同意書を添付するこ 

と。 

 

 



財活様式第 19 号 
年   月   日 

 

新 潟 市 長 様 

 

発明者 

所属 

職・氏名          印 

 

異議申立書 

 

年  月  日付け    第    号による 

 

職務発明に係る認定 

 

特許を受ける権利・特許権の承継に係る決定 

 

実施補償金の額の決定 

 

について異議がありますので、新潟市公有財産事務取扱要領（第8章第6節無体

財産権第7(8)）の規定により異議の申立てをします。 

 

記 

 
１ 発明の名称 

 

２ 通知を受けた年月日 

 

３ 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



財活様式第 20 号 

同 意 書 
 

発明の名称 

 

発明者の氏名・持分                                                ％ 

 

                                 ％ 

 

                                 ％ 

 

                                 ％ 

 

                                 ％ 

 

 

上記の発明に係る特許を受ける権利について、○○ ○○がその持分を新潟市に

譲渡することに同意いたします。 

 

年    月    日 

住所                 

氏名                           ㊞  

 

 

 

 



財活様式第 21 号 
共同出願契約書 

 

新潟市(以下「甲」という。)と (法人の場合は会社名とする。)(以下「乙」という。)とは、甲

に属する職員及び乙(法人の場合は「乙に属する職員」とする)が共同して発明を行った「(発明

の名称)」の共同出願に関し、次のとおり契約する。 

 

(特許権等の共有及び持分) 

第1条 甲及び乙は、次の発明(以下「本件発明」という。)に係る特許を受ける権利(特許の設定

登録後にあっては、特許権)を共有するものとする。 

〔発明の名称〕 

〔発明の内容〕(特許請求の範囲を中心として、発明の概要を記載する。) 

〔持 分〕  甲   ％， 乙   ％ 

(特許料等) 

第2条 乙は、本件発明に係る出願及び審査並びに特許の登録に関し、出願費、特許登録料など一

切の費用を負担しなければならない。 

 

＜＊この場合、費用負担の経費を第1条の持分に反映させる。一方的な費用負担がそぐわない

場合は、条文を「甲及び乙は、本件発明に係る出願及び審査並びに特許の登録に関し、出願

費用、特許登録料など必要なすべての費用を、第1条の持分に応じて分担するものとする。」

に差し替えて契約を行うこととする。＞ 

 

(共有者の実施) 

第3条 乙は、本件発明を実施しようとするときは、甲と本契約とは別に実施契約を締結すること

とし、実施契約で定める実施料を、甲に支払わなければならない。 

(第三者に対する実施の許諾) 

第4条 甲又は乙は、甲及び乙以外の者(以下「第三者」という。)に対し、本件発明の実施を許諾

するときは、あらかじめ他の共有者の同意を得るものとする。 

2 甲は、第三者が本件発明を実施できないことに公共の利益を著しく損なうと認められると

き、又は乙が正当な理由なく本件発明の実施をしないと認められるときは、前項の規定に

かかわらず、単独で第三者に対し実施の許諾をすることができる。 

3 本件発明について第三者から徴収する実施料は、第1 条に定める持分に応じて、甲及び乙

に帰属するものとする。 

(協議) 

第5条 この契約で定めるもののほか、本件発明の取扱いその他必要な事項については、甲、乙協

議の上、定めることとする。 

 

この契約の締結を証するため、本契約書2 通を作成し、甲、乙それぞれ1 通を保管する。 

 

年    月     日 

甲 住所  

氏名  

 

 

乙 住所 

氏名（法人の場合は、会社名と代表者名） 

 

 
 



財活様式第 22 号 
 

実施許諾台帳 
                     会計名 

 

主管課名  貸付区分 □通常・□減額・□無償 契約番号 新  契第  号 口座番号  

 

使 用 人 
住所 連 帯

保 証 人 
住所 

氏名       連絡先   (   )    氏名        連絡先   (   )     

財 産 の 
表 示 

区 分 数 量 使 用 料 年 額 許 諾 適 用 期 間 
     円 ・ ・ から ・ ・ まで 

          ・ ・ から ・ ・ まで 
           ・ ・ から ・ ・ まで 
           ・ ・ から ・ ・ まで 

    ・ ・ から ・ ・ まで 

用 途  契約年月日   ・  ・ 許諾期間 ・ ・ から ・ ・ まで 

沿 革 付 属 図 書 備 考 
・  ・   

１ 契 約 書 

２ 実施計画書 

３ そ の 他 

  

・  ・   
・  ・   
・  ・   
・  ・   
・  ・   
・  ・  
・  ・  

注 該当する項目の□にレ印を記入すること。 
 

 



財活様式第 23 号 
 

債務の履行状況請求書 

 

                             年  月  日 

 

 

（あて先）新潟市長 

 

 

                      〒 

住所                 

 

請求人  氏名                 

  （連帯保証人） 

               連絡先電話番号            
 
 

民法第４５８条の２に基づき，次のとおり履行の状況に関する情報の提供を請求します。 

 

 

 

【借受人】 

 

  住所                 

 

  氏名                 

   

【対象物件】 

 

貸付物件                                              

 

貸付物件の所在  新潟市                                

 

 

注 1 各欄に必要事項を記入してください。 
  
注 2 請求の際は，請求者自身であることを証明するため必要な書類（運転免許証、旅

券の写し等）を提出し，又は提示してください。 

 

                                       

事務担当使用欄        
 

 
本人等確認欄 □運転免許証 □旅券 □その他（            ） 



財活様式第 24 号 

新  第   号 

年  月  日 

            様 

新潟市長     

 

債務の履行状況提供書 

 

 

   年  月  日付請求について，下記のとおり情報提供いたします。 

 

【借受人】 

 

  住所                 

 

  氏名                 

   

【対象物件】 

 

貸付物件                                              

 

貸付物件の所在  新潟市                                

 

【債務の履行状況】 

（   年  月  日現在） 

 

 ＊＊＊ 問い合わせ先 ＊＊＊ 
新潟市  部区 課  係  

電話        

 
残額 

不履行の有無 
（弁済を怠っている

かどうか） 

残額のうち弁済期が 
到来しているものの額 

主たる債務の元本    

利息    

違約金    

損害賠償    

その他その債務に従た

る全てのもの 
   



業務実施要領（案） 

 

 

１ 自動販売機及び販売商品 

（１） 自動販売機の設置に伴い乙に保健所への届出義務がある場合は，設置までに届出を完了す

ること。 

（２） 販売商品の容器は缶・プラスチック容器（ペットボトルを含む）・紙パック・紙コップに限

るものとし，ガラスびんは禁止する。ただし，ガラスびんは甲が認めた場合のみ販売可と

する。 

（３） 甲又は乙が自動販売機の機種（型式）並びに販売商品の種類を変更しようとするときは，

甲乙事前協議すること。 

（４） 乙が販売価格帯を新設又は変更しようとするときは甲乙事前協議すること。 

 

２ 自動販売機の搬入及び撤去 

（１） 搬入に際しては，甲の指示に従うこと。 

（２） 契約期間満了の日までに撤去すること。 

 

３ 売上金額等の確認について 

乙は各月の売上金額等を甲の立会いのうえ，自動販売機のカウンターにより毎月  日以降月末

までに確認すること。 

 

４ 貸付料の納入 

（１） 毎月，甲の発行する納入通知書により甲に支払うこと。 

（２） 契約に定めた納入期限までに，納入を完了すること。 

（３） 貸付料の納入が遅延したときは，その間営業停止の措置をとる。 

 

５ 乙の商品管理 

（１） 商品管理に万全を期すこと。特に不良品点検（賞味期限切れ等）は厳しく管理すること。 

（２） 平日・休日にかかわらず適宜商品を補充し，売切れが生じないようにすること。 

（３） 商品等の搬出入時は制服又は名札を着用し，通常は施設所定の出入口から行うこと。 

 

６ その他 

（１） 甲又は乙が自動販売機の破損等の異常を発見したときは直ちに相互に通報すること。 

（２） 乙は自動販売機の異常が発見されたときは速やかに解決のための人員を派遣すること。 

（３） 自動販売機の稼動は搭載機能を最大限生かし，節電に心がけること。 

（４） 容器等のゴミの撤去については，商品補充時に確実に行うこと。 

（５） 施設内では甲の指示に従うこと。 

 

 

【注意】 

ここで提示した要領は，あくまでも標準的な案であるので，設置する場所の事情を考慮の上，要

領を決定すること。 



自動販売機設置及び設置場所貸付に係る仕様書（案） 

 
 
１．入札（公募）物件 

（１）自動販売機を設置するための市有財産の賃貸借 
・対象となる貸付場所は，次のとおり。 
○ 新潟市○○センター１階 エレベータ前 
○ 新潟市○○センター１階 正面玄関脇 

（２）貸付場所，貸付面積，台数及び最低貸付料（年額） 
物件 
番号 

貸付場所 
貸付 
面積 

台数 最低貸付料（年額） 

１ 
新潟市中央区○○○丁目○番○号 

新潟市○○センター１階 エレベータ前 
○．○○

㎡ 
１ ○○，○○○円 

２ 
新潟市中央区○○○丁目○番○号 

新潟市○○センター１階 正面玄関脇 
○．○○

㎡ 
２ ○○，○○○円 

※１ 「貸付面積」には，本体設置面積のほか，回収ボックス設置面積を含む。なお，高さは参考

表示である。回収ボックスは，各庁舎管理者と協議のうえ設置すること。 
※２ 「最低貸付料」には，消費税及び地方消費税を含まない。また，「年額」とは，４月１日か

ら３月３１日までの１年間の貸付料をいう。１年に満たない期間については，１年を３６５日

とする日割り計算により期間中の貸付料を求める。 
※３ 自動販売機の機種によっては，設置及び商品の補充やメンテナンスのための扉の開閉等に支

障がある場合も考えられるため，必ず入札（応募）前に設置場所の確認をしておくこと。 
 
２．貸付期間 

○年○月○日から○年○月○日まで（５年間・更新なし） 
 
３．設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置事業者の遵守事項 

（１）大きさ，デザイン及び電力 
① それぞれの自動販売機の大きさは，「貸付面積」以内とする。 
② デザイン及び色は，周辺環境に配慮したユニバーサルデザインとする。 
・以下の条件のうち，最低でも３項目以上を満たしていること 

○ 屈まず楽な姿勢で商品を取り出せる構造となっていること 
○ 硬貨投入口が受け皿型（一括投入方式）となっていること 
○ 硬貨返却レバーは，小さな力で容易に操作できるものであること 
○ 硬貨返却口は，片手で硬貨を取り出せる構造であること 
○ 紙幣挿入口は，片手で操作できる構造であること 
○ 通常の商品選択ボタンに加え，低い位置（車椅子対応）にもボタンがあること 
○ 商品や小物を置くことができるテーブルを備えていること 

③ 消費電力は○○○Ｗ以下，電流は○○アンペア以下に限る。 



（２）災害対応 
① 大規模災害発生時において，新潟市が必要と判断した場合には，自動販売機内の在庫飲料

を設置業者の負担により無料で提供できる機能を備えていること。 
② 災害対応型であることを表示していること。 

（３）環境対策 
①ノンフロン二酸化炭素，炭化水素，または代替フロン（ハイドロクロロフルオロカーボン，

ハイドロフルオロカーボン）を冷媒として採用した機種とする。 
②「照明の自動点滅・減光」，いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断

熱材やヒートポンプ採用」等，消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。 
（４）安全対策等 

① 転倒防止「自動販売機の据付基準」（JIS 規格）及び「自動販売機据付基準マニュアル」（日

本自動販売機工業会作成）を遵守した措置を講じるものとする。 
② 食品衛生「食品，添加物等の規格基準」（食品衛生法）及び「自動販売機の食品衛生に関す

る自主的取扱要領」（業界自主基準）等を遵守し，販売商品の衛生管理に万全を尽くすもの

とする。また，商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。 
③ 硬貨選別装置及び紙幣識別装置により，偽造通貨または偽造紙幣の使用による犯罪の防止

に万全を尽くすものとする。また，屋内装置であっても，「自販機堅牢化基準」（日本自動販

売機工業会作成）を遵守し，犯罪防止に努めるものとする。 
（５）使用済み容器の回収 

① 自動販売機に併設して，販売する飲料の容器の種類に応じた使用済容器の回収ボックスを

必要数設置する。 
② 回収ボックスの規格 
・プラスチック製または金属製とする。 
・容器回収頻度と回収量を考慮し，回収ボックスから空き缶等の使用済容器が溢れたり，周

囲に散乱したりしないよう，十分な収容容積のものとする。 
③ 使用済容器については，容器包装リサイクル法（平成７年法律第１１２号）など関係法令

に基づいて適切に処理する。 
（６）自動販売機の設置及び管理運営 

① 設置事業者において，商品の補充及び消費期限の確認，売上金の回収及び釣り銭の補充並

びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。 
② 設置事業者において，専門技術サービス員による保守業務を随時行って自動販売機の維持

管理に努めるほか，故障時には即時対応する。 
③ 自動販売機の故障や問い合わせ，苦情については，設置事業者の責任において対応するこ

と。また，自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。 
 
４．販売商品の種類等 

（１）酒類を除く清涼飲料とする。また，缶・ペットボトル・瓶による販売に限る。 
（２）標準販売価格以下の販売とする。 
（３）利用者の嗜好に幅広く対応できるよう，水，お茶，コーヒー，紅茶，炭酸飲料，スポーツド

リンク等極力バラエティーに富んだ品揃えとする。 



 
５．貸付料 

（１）貸付料は新潟市が発行する納入通知書により，毎月新潟市の指定する期日までに支払う

ものとする。なお，貸付期間が１月に満たない端数がある場合は，日割りをもって計算す

る。 

（２）標準貸付料は，自動販売機に係る毎月の売上の総合計額を１００で除した値に「貸付料

入札（提案）書」に記載された貸付単価（売上額１００円に対する貸付料）を乗じて得た

額（円未満切捨て）とする。なお，標準貸付料が最低貸付料を上回る場合は標準貸付料を，

標準貸付料が最低貸付料を下回る場合は最低貸付料を，新潟市に支払うものとする。 

（３）建物内に設置する自動販売機の場合，設置者が新潟市に支払う貸付料は，（２）の当該

金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは切り捨てるものとする。）とする。 

 
６．売上手数料 

徴収しない。 
 
７．費用負担 

（１）設置及び撤去等 
自動販売機の設置（電気，配線等）維持管理及び撤去に係る費用は，設置事業者が負担する。

工事を必要とする場合には，新潟市の指示に従うものとする。 
（２）電気料金 

① 「新潟市公有財産事務取扱要領」の規定により算定した額を設置事業者が負担する。 
② 新潟市が発行する納入通知書により，毎月新潟市が指定する期日までに納入すること。 

（３）電気使用量を計測するための専用子メーターを設置する場合の費用は，設置事業者が負担す

る。なお，設置にあたっては新潟市の指示に従うものとする。 
 
８．貸付場所の返還 

契約の解除等により自動販売機等を撤去する場合は，原状に回復して新潟市の確認を受けなけれ

ばならない。 
 
９．自動販売機設置に伴う事故 

新潟市の責に帰する事由による場合を除き，設置事業者がその責を負う。 
 
１０．商品等の盗難及び破損 

（１）新潟市の責に帰することが明らかな場合を除き，新潟市はその責を負わない。 
（２）設置事業者は，商品及び自動販売機が汚損または毀損したときは，自らの負担により速やか

に復旧しなければならない。 
 



 

１１．その他 

事業の執行，施設管理を行う上で必要な施設の閉鎖及び停電並びに電力会社による計画停電等

による売上の減少等については，新潟市はその責を負わない。 

 

１２．参考データ 

（１）新潟市○○センターには約○○人の職員が在籍しています。 
（２）施設利用状況（○○年度実績） 

・施設利用者  ○○○，○○○人／年 
・年間開庁日  ○○○日／年 
・開庁時間   ○時から○○時まで 
・閉庁日    土曜・日曜・祝日，１月１日から１月３日まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【注意】 

ここで提示した仕様書は，あくまでも標準的な案であるので，設置する場所の事情を考慮の上，

仕様を決定すること。 



【施設名】飲料自動販売機設置業者募集要領（案） 

 

 

１．目的 

 
この要領は，【施設名】内において，主に施設利用者が利用する飲料自動販売機（以下，「自

動販売機」といいます。）の設置予定業者を公募型プロポーザルコンペにより選定するため，

必要な手続きを定めるものです。自動販売機設置業者（以下，「設置業者」といいます。）の募

集に参加される方は，この募集要領をよく読み，次の各事項を承知のうえ，お申込みください。 
 
 
２．貸付物件 

 
別添・仕様書のとおり 

 
 
３．設置方法 

 
自動販売機は，地方自治法第２３８条の４第２項第４号，新潟市公有財産規則等に基づき，

賃貸借契約（以下，「貸付」といいます。）により設置するものです。 
 
 
４．貸付（設置）場所 

 
新潟市○○区【施設所在地】 
【施設名】 ○階○○○（別添・自動販売機位置図参照） 

 
 
５．貸付期間 

 
貸付期間は，○○年○○月○○日から○○年○○月○○日（５年間・更新なし）までとしま

す。 
 
 
６．応募資格要件 

 
（１）次の要件をすべて満たす法人又は個人が応募することができます。 

① 市内に本支店，営業所等営業拠点を有する法人又は市内在住の個人 
② ○○年○○月○○日以降応募の日までの間に，新潟市内において自動販売機の設置実

績を有し，かつ健全な経営を行っている者 



③ 設置業者自らが自動販売機を設置し，継続して運営する資力，能力を有する者 
 
（２）次に該当する方は，応募することができません。 

①契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者 
②市税の滞納がある者 
③自己又は自社の役員等が暴力団員である場合又は暴力団員が経営に事実上参加してい

ると認められる法人 
 
 
７．設置予定業者の決定方法 

 
（１）選定方法等 

提出された応募書類の審査を行い，必要な資格を満たしている者を選定対象者とします。

選定方法は，提案された貸付料や管理体制等を審査のうえ，最も高い評価を得た者を設置

予定業者として選定します。評価の合計点の最も高い者が２者以上あるときは，くじ引き

により設置予定業者を決定します。なお，提案内容は，○○○に設置する選定委員会によ

り審査を行います。 

設置予定業者は，公有財産貸付申請を行い，本市と賃貸借契約を締結し，正式に設置業

者となります。 

 

（２）評価項目 

項  目 内  容 

社会貢献度（過去３年間の実績） ・市の事業に対するボランティア活動 
・設置施設への事業協力 
・市との協定に基づく協力体制 
・災害時対応の内容や方法  等 

自動販売機の付加機能 ・省エネルギー性能 
・防災対策機能 
・自動体外式除細動器（AED）搭載  等 

自動販売機のデザイン等 ・ユニバーサルデザイン（車椅子対応等） 
・外観色 
・電子マネー対応 
・タッチパネル式  等 

管理体制 ・故障時や苦情への対応方法 
・空き容器の回収（頻度やリサイクル方法） 
・保守点検計画 
・スタッフの技術資格  等 

販売商品の内容 ・販売商品の価格や銘柄（販売シェア） 
・販売商品の品質管理（仕入れ，保管，流通経路等） 



・商品補充の頻度 
・入れ替え（年間の予定回数や方法）  等 

自動販売機の設置実績（過去３年間） ・同等の公共施設における自動販売機の設置実績 
（施設名称，設置期間，販売実績）  等 

地域要件 ・市内に支店や営業所があること  等 

提案価格 ・提案賃貸借料 

 
（３）設置予定業者の公表及び選定通知 

設置予定業者の決定は，○○年○○月○○日の予定です。選定結果は，決定された設置

予定業者のみ直接通知します。選定されなかった方には通知しませんので，「新潟市ホー

ムページ」をご覧ください。「新潟市ホームページ」には，設置予定業者の法人・個人の

別と，決定した貸付料を掲載します。なお，選定に関する評価内容は，公表しません。 
 
 
８．応募手続き 

 
（１）応募受付期間 

○○年○○月○○日（○曜日）から○○年○○月○○日（○曜日）○○時まで 
 
（２）応募受付場所 

新潟市○○区○○○ 
○○部○○課○○係 

電話 ○○○－○○○－○○○○（内線○○○○） 
 
（３）応募方法 

応募希望の方は，応募申込書その他必要書類に所定の事項を記入し，応募受付場所に直

接持参してください。郵送，ファクシミリ，電子メールによる受付は行いません。 
 
（４）提出書類 

以下の①から⑪までを封筒に入れ，封筒に「○○○用飲料自動販売機応募書類在中」と

必ず記載し，個人の場合は住所と氏名，法人の場合は所在地と名称及び代表者名を記載し

てください。 
① 応募申告書（様式１） 
② 事業者（会社）概要 
会社名，所在地，経歴，従業員数等が判るものであれば，形式を問いません。 

③ 自動販売機設置実績報告書（様式２） 
④ ア 個人の場合 住民票 

イ 法人の場合 登記事項証明書（現在事項証明書又は履歴事項証明書）又は商業



登記簿謄本 
⑤ 市税の納税証明書等 

ア 本市に納税義務がある場合 納税証明書（「新潟市入札用」，発行後１か月以内

のもの） 
イ 本市に納税義務がない場合 申立書兼同意書（様式３） 

⑥ 誓約書（様式４） 
⑦ 自動販売機設置に係る提案書（様式５） 
⑧ 取扱商品一覧表（様式６） 
⑨ 設置する自動販売機のカタログ（寸法，電力消費量，その他機能が確認できるもの） 
⑩ 貸付料提案書（様式７） 
※貸付料提案書は，封筒に入れた後，封筒の継目部分（３か所）に割印し，提出してく

ださい。 
 
（５）応募にあたっての留意事項 

① 貸付料は，貸付単価（売上額１００円に対する貸付料）を記入してください。 
② 貸付料提案書は，文字や金額が不明瞭で判読できない場合，金額を訂正したもの，

記名・押印のないものについては無効とします。 
③ 応募者に関する情報及び応募者数等の問い合わせについては，一切お答えできませ

んのでご了承ください。 
④ 応募書類の返却は行いません。 

 
（６）個人情報 

提出書類に記載された個人情報は，自動販売機設置予定業者の決定及び貸付事務のみに

使用し，その他の目的には使用しません。ただし，応募資格の確認のため，警察当局に情

報提供する場合があります。 
 
 
９．貸付申請の手続き 

 
設置予定業者に決定した方は，○○年○○月○○日（○曜日）までに，公有財産貸付申請書

に自動販売機・回収ボックスの外寸図及び転倒防止対策（任意様式）を添付し，提出してくだ

さい。本市と市有財産賃貸借契約を締結していただきます。 
 
 
１０．設置予定業者の決定の取消し 

 
次のいずれかに該当する場合は，設置予定業者としての決定を取り消します。 

（１）指定する期日までに貸付申請の手続きを行わなかったとき 
（２）応募の書類に虚偽の記載があったとき 
（３）設置予定業者が応募者の資格を失ったとき 



（４）著しく社会的信用を損なう行為等により，設置業者としてふさわしくないと本市が判断

したとき 
 
 
１１．設置業者が設置を辞退した場合 

 
設置業者が自動販売機の設置を辞退し，新たな設置業者を決める公募手続きを行う時間がな

く緊急を要するときは，当該設置業者の次に高い評価を得た者を設置予定業者とし，新たな設

置業者を決めることができるものとします。また，貸付料は，次に高い評価を得た者が公募手

続きで提示した額とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【注意】 

ここで提示した要領は，総合評価方式による業者選定の標準的な案であるため，設置する場所の

事情を考慮の上，仕様を決定すること。 



公募型総合評価方式による評価項目（事例） 

 

以下の評価項目を参考に，募集要項の要件を満たす応募者について内容点及び価格点の合計点

数の最も高い者を自動販売機の設置予定業者とする。なお，合計点数の最も高い者が 2 者以上あ

るときは，くじ引きにより設置予定業者を決定する。また，自動販売機の設置予定業者を決定す

るにあたっては，選定委員会を設置し公正に審査する。 

 
  

評価項目 評価視点 配点 

内容点 

１ 社会貢献度（過去 3
年間の実績） 

・市の事業に対するボランティア活動 
・設置施設への事業協力 
・市との協定に基づく協力体制 
・災害時対応の内容や方法  等 

 

２ 自動販売機の付加

機能 
・省エネルギー性能 
・防災対策機能 
・自動体外式除細動器（AED）搭載  等 

 

３ 自動販売機のデザ

イン等 
・ユニバーサルデザイン（車椅子対応等） 
・外観色 
・電子マネー対応 
・タッチパネル式  等 

 

４ 管理体制 ・故障時や苦情への対応方法 
・空き容器の回収（頻度やリサイクル方法） 
・保守点検計画 
・スタッフの技術資格  等 

 

５ 販売商品の内容 ・販売商品の価格や銘柄（販売シェア） 
・販売商品の品質管理（仕入れ，保管，流通経路等） 
・商品補充の頻度 
・入れ替え（年間の予定回数や方法）  等 

 

６ 自動販売機の設置

実績（過去 3 年間） 
・同等の公共施設における自動販売機の設置実績 
（施設名称，設置期間，販売実績）  等 

 

７ 地域要件 ・市内に支店や営業所があること  等 
 

価格点 
８ 提案価格 ・提案賃貸借料 

 

合計点数（内容点＋価格点）  

 
【注意】 

上記の評価項目等は，標準的な事例として掲示したものであるため，業者選定の際は自動販売機

を設置する施設の事情を考慮の上，必要に応じて評価項目や配点等を決定すること。 



自販機様式１ 
 
受付番号  

年 月 日 
 

応募申込書 
 
 
 （宛先）新潟市長 
 
 
 募集要領の各条項を承知のうえ，【施設名】自動販売機設置業者応募について，次のとおり参加し

たいので，資料を添えて申し込みます。 
 なお、選定された時は新潟市ホームページに設置予定業者の法人・個人の区分と決定金額を掲載す

ることに同意します。 
 
 
１ 申込者 
   所在地（住所） 
   法人名（個人名） 
   代表者名              
 
   所属部署 
   担当者名 
   連絡先 
 
２ 添付書類 
   ①事業者（会社）概要 
   ②自動販売機設置実績報告書 
   ③住民票又は登記事項証明書（商業登記簿謄本） 
   ④市税の納税証明書又は申立書兼同意書 
   ⑤誓約書 
   ⑥自動販売機設置に係る提案書 
   ⑦取扱商品一覧表 
   ⑧設置する自動販売機のカタログ（寸法，消費電力，その他機能が確認できるもの） 
   ⑨貸付料提案書（封筒に入れ，継ぎ目部分３か所に割印したもの） 
 
※誤った場合は新しい用紙に記入してください。 



自販機様式２ 
 
 

年 月 日 
 
（宛先）新潟市長 

 
申込者 
所在地（住所） 
法人名（個人名） 
代表者名           

 
 
 下記のとおり， 年 月 日以降応募の日までの間，新潟市内における自動販売機の設定実績を報告します。 
 この報告が虚偽の場合，応募資格を喪失することについて異議ありません。 
 

記 
 

設置時期 設置機関名 
会社名※１ 

施設名 
部署名※２ 所在地 設置台数 

年 月 日から 
年 月 日 

    

年 月 日から 
年 月 日 

    

年 月 日から 
年 月 日 

    

 
※１ 設置機関名には，国の機関，地方公共団体名を，会社の場合は会社名を記載してください。 
※２ 国，地方公共団体は施設名を，会社の場合は，部署名を記載してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



自販機様式３ 
 

申立書兼同意書 
 

年 月 日 
 
 
（宛先）新潟市長 

 
申立人 
所在地（住所） 
法人名（個人名） 
代表者名           

 
 
 私は，自動販売機設置の応募に当たり，下記のとおり申し立てます。また，下記申し立てについて，

新潟市が納税状況を調査することに同意します。調査の結果，申立内容が事実に相違する場合には，

応募資格を喪失することについて異議ありません。 
 

記 
 
１ 法人市民税又は個人市民税（普通徴収）について，新潟市に納付すべき確定した税金はありませ

ん。 
２ 新潟市内に固定資産を有していません。 
３ 新潟市内に居住する従業員又は新潟市内に居住した従業員に係る特別徴収義務者ではありません。 
４ 軽自動車税，特別土地保有税，事業所税，市たばこ税及び入湯税について，新潟市に納付すべき

確定した税金はありません。 
 
※本市に納税義務者がない応募者は，納税証明書（市税に関し未納のないことの証明）が発行されな

いため，この申立書兼同意書を提出してください。 
 
 
 

 
※以下は新潟市の処理欄ですので申立人は記入不要です。 

○○課確認欄 
年 月 日 

 



自販機様式４ 
 

誓約書 
 

年 月 日 
 
 
 
（宛先）新潟市長 

 
申込者 
所在地（住所） 
法人名（個人名） 
代表者名           

 
 
私は，貴市が実施する自動販売機設置業者募集の応募に当たり，次の事項を誓約します。 
また，関係官庁への調査に同意し，その結果，次の事項が事実と異なることが判明した場合は，

貴市により設置予定業者の決定の取消し，又は，契約の解除が行われても異議ありません。 
 
 
 
 
１ 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当しません。 

２ 自己又は自社の役員等が、暴力団員である場合又は暴力団員が経営に事実上参加していると認め

られる法人ではありません。 



自販機様式５ 
 

自動販売機設置に係る提案書 
 

年 月 日 
（宛先）新潟市長 

 
申込者 
所在地（住所） 
法人名（個人名） 
代表者名           

記 
提案内容 

○社会貢献度（過去 3 年間の実

績） 
・市の事業に対するボランティア

活動 
・設置施設への事業協力 
・市との協定に基づく協力体制 
・災害時対応の内容や方法  等 

 

○自動販売機の付加機能 
・ユニバーサルデザイン（車椅子

対応等） 
・外観色 
・電子マネー対応 
・タッチパネル式  等 

 

○管理体制 
・故障時や苦情への対応方法 
・空き容器の回収（頻度やリサイ

クル方法） 
・保守点検計画 
・スタッフの技術資格  等 

 

○販売商品の内容 
・販売商品の価格や銘柄（販売シ

ェア） 
・販売商品の品質管理（仕入れ，

保管，流通経路等） 
・商品補充の頻度 
・入れ替え（年間の予定回数や方

法）  等 

 

○自動販売機の設置実績（過去 3
年間） 
・同等の公共施設における自動販

売機の設置実績 

 



（施設名称，設置期間，販売実

績）  等 
○地域要件 
・市内に支店や営業所があること  

等 

 

※記載欄に記載しきれない項目は，「別紙〇〇に記載」と記入し，適宜別紙を添付して提出してくだ

さい。 
※管理体制以外の各項目の内容が設置する自動販売機の機種や機能により異なる場合は，それぞれ記

載してください。 



自販機様式６ 
 

年 月 日 
 
（宛先）新潟市長 

 
応募者 
所在地（住所） 
法人名（個人名） 
代表者名           

 
 
 私が【施設名】内で販売する商品は，下記のとおりです。自動販売機設置時には責任をもって標準

販売価格（定価）で提供いたします。 
 
記 
 
飲料取扱商品及び標準販売価格 

商 品 
銘 柄 数 メーカー名 商品名 内容量 

（ｍｌ） 
標準販売価格（定価） 

（円） 
１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

１１     

１２     
 



自販機様式７ 
 

貸付料提案書 
 

年 月 日 
 
（宛先）新潟市長 

 
応募者 
所在地（住所） 
法人名（個人名） 
代表者名          印 

 
 【施設名】飲料自動販売機設置業者募集について，下記のとおり貸付料を提案します。 
 

記 
提案貸付料 

提案貸付料 
百 十 円 小数点以下 1 桁 小数点以下 2 桁 

     

 
１ 提案貸付料は，売上額 100 円に対する貸付料（貸付単価）の金額を記載してください（小数点以下２桁まで）。金

額の前には，￥を記載してください。 
２ アラビア数字（1，2，3…）で明確に記入してください。文字や金額が不明瞭で判読できないもの，金額を訂正し

たもの，記名押印のない場合は，提案を無効とします。書き誤った場合は，新しい用紙に記入してください。 
３ この貸付料提案書は，裏面のとおり封筒に入れ，継目部分に割印を押してください。 
４ この貸付料提案書及び封筒の裏面継目部分に割印する印は、業務委託入札参加資格審査申請書に添付した「使用印

鑑届」に押印した印をご使用ください。   



貸付料提案書を入れる封筒の記載例 
 
（表） 

 
 
（裏） 

 
 
 
〇表には貸付料提案書在中という文言と，応募者の所在地，法人名等を必ず記載してください。 
〇封筒は、自社の封筒でも市販の封筒でも構いません。 
〇法人名（個人名）の欄には押印の必要はありません。 
〇封筒は長形３号（１２０mm×２３５mm）を用意し，貸付料提案書を入れた後，のりで封をしてください。封入後，

継目部分に３ヵ所押印してください。 
 
 
 

 

 
貸付料提案書在中 

 
            新潟市○○区○○○丁目○番○号 
              株式会社○○○ 
                 代表取締役 ○○ ○○ 
 

 

印 

印 

印 



（大字有様式１）  
 
                               年  月  日  
新潟市（大字）○○管理者  
   新潟市長 ○○ ○○ 様  
           
                          新潟市（大字）○○                         

代表 △△ △△  
 
 

新潟市○○有の財産の（管理処分の態様）にかかる事務手続申請書  
 
 
 下記新潟市（大字）○○有財産について（相手方）と（管理処分の態様）したいので，

総会の議決に基づき事務手続きを願いたく関係書類を添えて申請します。  
 
                  記  
 
 １．財産の表示  
    所 在  
    地 目  
    地 積  
 
 ２．添付書類  
    ①総会議決書  
    ②不動産登記事項証明書（登記簿謄本（閉鎖も含む））及び旧土地台帳  
    ③関係図面（案内図，更正図，測量図）  
    ④利害関係人の同意及び関係官庁の許可書等  
     ・申請者と大字等の地域が異なる場合は，申請者以外の団体の総会議決書  

または団体の同意書（大字有様式１－２）  
     ・地目が墓地の場合は保健所の墓地等廃止許可書 など  
    ⑤その他  
    （当該財産と地縁団体の歴史的経緯及び管理状況等および入会権，旧慣使用  

権の有無など）  
      

総会に於ける議事の内容（議事録の記載事項） 
１ 総会の開催日  
２ 総会の開催場所  
３ 構成住民の数及び総会出席者数  
４ 議案  
  （１）処分すべき財産の表示  
  （２）処分すべき相手方の住所氏名  
  （３）処分の態様  
  （４）契約の内容  
  （５）付帯事項  
５ 署名押印  
                
 
 
 



（大字有様式１－２）  

同 意 書  
 

申請者 

住 所  

名 称  

代表者  

対象地 
所 在 地 地 目 面積(㎡) 

   

 
 
 
 上記申請者が対象地を取得することについて，当自治会・町内会として 

異議ありません。 
 
 
 
     年   月   日 
 
             住 所： 
 
             名 称： 
 
             代表者：                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（大字有様式２）  
（所有権保存）  
          （上部余白は１０センチ程度空けること）  

登 記 嘱 託 書 
 
登記の目的  所有権保存  
        
所 有 者  （被承継者 大字○○）  

新  潟  市  
 
添 付 書 類  承継を証する情報  
        
 

  年  月  日 法７４条第１項第１号嘱託   
新潟地方法務局 （  支局） 御中  

 
嘱 託 者  新潟市長 ○○ ○○  
 
 
       連絡先の電話番号 新潟市○○区役所総務課 担当  

×××－×××－××××（内線××××）  
 

 
登録免許税  登録免許税法第４条第１項  
 
不動産の表示 

 
 

不動産番号  

所 在  新潟市  

地 番  地 目  地積（㎡） 評価額（円） 

     

     

     

     

     

     

     



（大字有様式３） 
（所有権移転） 

（上部余白は１０センチ程度空けること） 

登 記 嘱 託 書 
 
登記の目的  所有権移転  
 
原   因  昭和２２年７月３日 承継  ※注  昭和 22 年政令第 15 号が同年 5 月

3 日施行で，施行後 2 ヶ月以内に処

分されない場合は市町村に帰属す

ることとなったため。                       

権 利 者  新 潟 市            
                        
義 務 者  大字○○ 
                    
添 付 書 類  承継を証する情報  
        
 
 

  年  月  日嘱託  新潟地方法務局 （   支局）御中  
 
嘱 託 者  新潟市長 ○○ ○○  
 
        連絡先の電話番号 新潟市○○区役所総務課 担当 

×××－×××－××××（内線××××）  
 
登録免許税  登録免許税法第４条第１項  
 
不動産の表示 

不動産番号  

所 在   

地 番  地 目  地積（㎡） 評価額（円） 

     

     

     

     

     

     

     



（大字有様式４）  
（所有権移転）  
          （上部余白は１０センチ程度空けること）  

登 記 嘱 託 書 
 
登記の目的  所有権移転  
 
原   因      年    月    日 売買（贈与）  
 
権 利 者  （個人の場合）     住 所   氏 名  
       （地縁団体の場合）   住 所   団体名 （代表     ）  
義 務 者  新  潟  市   
                    
添付書類   登記原因証明情報  
       住所証明書（地縁団体の場合は認可地縁団体台帳写しの証明書）  
  

□ 登記識別情報の通知を希望する。  
 

  年  月  日嘱託  新潟地方法務局 （○○支局） 御中  
 
嘱 託 者  新潟市長 ○○ ○○  
 
       連絡先の電話番号 新潟市○○区役所総務課 担当  

×××－×××－××××（内線××××）  
 
課税価格   金         円 
 
登録免許税  金         円 
 
不動産の表示 

 

不動産番号  

所 在  新潟市  

地 番  地 目  地積（㎡） 評価額（円） 

     

     

     

     

     

     



（大字有様式 ５）  

承継を証する情報 
 
 
 下記に表示する不動産は，昭和２２年政令第１５号第２条第１項及び第２項の規定  
により，この政令施行後２ヶ月以内に処分されなかったので，昭和２２年７月３日，新

潟市に帰属した。  
 
 
不動産の表示 

 
 
       年  月  日   新潟地方法務局（  支局） 御中  
    

上記のとおり相違ありません。  
 
          新  潟  市  
                 新潟市長  ○○ ○○  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 在   新潟市  

地 番  地 目  地積（㎡） 摘  要 

     

     

     

     

     

     

     

     



（大字有様式６）  

登記原因証明情報 
 
１ 当事者及び不動産  
 
（１）当事者   権利者（甲） 新潟市  
 
         義務者（乙）  新  潟  市  
 
（２）不動産の表示  
 

 
２ 登記の原因となる事実又は法律行為  
 
（１）乙は，甲に対し，    年  月  日，本件不動産を売った（贈与した）。  
 
（２）よって，本件不動産の所有権は，同日，乙から甲に移転した。 
 
       年  月  日  新潟地方法務局 （  支局）御中  
 
   上記の登記原因のとおり相違ありません。  
 
    （買  主）  新潟市  
    （被贈与者）  
                        印  
 
    （売 主）   新潟市  
    （贈与者）  
           新潟市長 ○○ ○○    印 

所 在   新潟市  

地 番  地 目  地積（㎡） 摘  要 

     

     

     

     

     

     

     

     



（大字有様式７－１）  

土 地 売 買 契 約 書 
売払人新潟市（大字）○○管理者 新潟市長   （以下「甲」という。）と買受人       

（以下「乙」という。）とは，次の条項により土地の売買契約を締結する。 

 

（売買物件） 

第１条 売買物件は，次のとおりとする。  

所 在 地  区 分  数 量  摘 要  

 新潟市  
 
 

 
 
 

     
 
 

 
 
 

内訳は別紙の  
とおり  
 

（売買代金）  
第２条 売買代金は，金            円（内訳は別紙のとおり）とする。 

（契約保証金）  
第３条 乙は，本契約締結と同時に，契約保証金として金     円を甲に納付し  

なければならない。  
  ２ 前項の契約保証金は，第 12 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解  
   釈しない。  
  ３ 第１項の契約保証金には，利息を付さない。  
  ４ 甲は，乙が第４条に定める義務を履行したときは，乙の請求により遅滞なく  

第１項に定める契約保証金を乙に還付する。  
  ５ 甲は，乙が第４条に定める義務を履行しないときは，第１項に定める契約保  

証金を甲に帰属させることができる。  
（代金の支払い）  

第４条  乙は，売買代金を，この契約締結と同時に甲に支払わなければならない。  
（登記嘱託請求書等）  

第５条  乙は，この契約の締結に際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収

証書を添付した登記嘱託請求書を，甲に提出しなければならない。  
（所有権の移転）  

第６条  売買物件の所有権は，乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。 
（売買物件の引渡し）  
第７条  甲は，前条の規定により売買物件の所有者が乙に移転したときに引渡しがあっ

たものとする。  
（危険負担）  

第８条  乙は，本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて，当該物件が，

甲の責に帰すことのできない事由により滅失又は毀損した場合には，甲に対して

売買代金の減免を請求することができない。  
（契約の解除）  

第９条  甲は，乙が本契約に定める義務を履行しないときは，本契約を解除すること  
ができる。   

（返還金等）  
第１０条 甲は，前条に定める解除権を行使したときは，乙が支払った売買代金を返  

還する。ただし，当該返還金には利息を付さない。  
   ２ 甲は，解除権を行使したときは，乙の負担した契約の費用は返還しない。  
   ３ 甲は，解除権を行使したときは，乙が売買物件に支出した必要費，有益費  

その他一切の費用は償還しない。  
（乙の原状回復義務）  

第１１条 乙は，甲が第９条の規定により解除権を行使したときは，甲の指定する期  



    日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし，甲が  
売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは，現状のまま  
返還することができる。 

   ２ 乙は，前項ただし書の場合において，売買物件が滅失又は毀損していると  
きは，その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を  
甲に支払わなければならない。また，乙の責に帰するべき事由により甲に損  
害を与えている場合には，その損害に相当する金額を甲に支払わなければな   
らない。  

   ３ 乙は，第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは，甲の  
指定する期日までに，当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなけ  
ればならない。  

（損害賠償）  
第１２条 甲は，乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは，その

損害の賠償を請求できる。  
（返還金の相殺） 

第１３条 甲は，第１０条第１項の規定により売買代金を返還する場合において，乙 

    が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは，返還する売 

    買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第１４条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は，乙の負担とする。 

（信義誠実の義務・疑義の決定） 

第１５条 甲乙両者は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。 

   ２ 本契約に関し疑義があるときは，甲乙協議のうえ決定する。 

（裁判管轄） 

第１６条 本契約に関する訴えの管轄は，○○所在地を管轄区域とする新潟地方裁判 

    所とする。 

（特約又は特例等の措置）  
第１７条 この契約についての特約又は特例その他必要な事項については，別紙により

定めるものとする。 

 

 上記の契約の締結を証するため，本書２通を作成し，両者記名押印のうえ各自その 

１通を保有する。 

 

        年  月  日 

 

         甲   新 潟 市 （大字）○○管理者 

               新潟市長 

         乙   

 

 

 

 

  



（大字有様式７－２） 

委  任  状 

 

不動産の表示 

 

 

             （住所） 

上記不動産の売買契約に伴い 

             （氏名） 

 

 

を代理人と定め，下記権限を委任します。 

 

                 

記 

 
 １ 同不動産売買における代金の請求，受領に関する一切の件  
 
 ２ 委任金額  
 
 
       
          年  月  日  
 
                       新潟市（大字）○○管理者  
                         新潟市長  ○○  ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産番号  

所 在  新潟市  

地 番  地 目  地積（㎡） 評価額（円） 

     

     

     



（大字有様式７－３） 

                               年  月  日 

        

新潟市（大字）○○管理者 

  新潟市長 ○○ ○○ 様 

 

                           新潟市○○（自治会等） 

                             代表   

 

                                       

委任状の交付について（お願い） 

 

 

      年  月  日付をもって，○○ ○○へ売却のため，その事務手続きを

申請した下記表示の土地の売渡し代金の受領について，委任状を交付して下さるようお

願いいたします。 

 
 
土地の表示  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 在  新潟市  

地 番  地 目  地積（㎡） 摘 要  

     

     

     



 
（大字有様式７－４）  

 
                               年  月  日  
 
   新潟市（大字）○○管理者  
     新潟市長 ○○ ○○ 様  
                       
                           住 所  
                           氏 名  
 

所有権移転登記嘱託請求書 
  
      年  月  日付をもって売買契約しました下記財産の所有権移転登記  
 の嘱託をお願いしたく，登録免許税法第２３条第 項の規定による（収入印紙あるい

は現金領収証書）を添えて請求いたします。  
 

記 
 
１ 財産の所在，区分，種目，構造及び数量  
 
 
 
２ 売買代金  
 
 
３ 登録免許税額  
 
 
４ 売買代金納入年月日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（大字有様式８）  

（地目変更）  
          （上部余白は１０センチ程度空けること）  

登 記 嘱 託 書 

 

登記の目的    地目変更 

 

  年   月  日嘱託 新 潟 地 方 法  務  局 （   支局） 御 中  
 
嘱 託 者     新潟市長   ○○ ○○ 

               連絡先の電話番号  新潟市××区役所総務課 担当 

                ×××－×××－××××（内線△△△△）  
 

不動産番号   

 

 

 

 土 

 

 

 地 

 

 

 の 

 

 

 表 

 

 

 示 

 

  所   在 

 新潟市 

 

   ①  地   番   ②  地   目   ③  地   積  ㎡   登記原因及びその日付 

      
 

○○○  

  
        

                
           △△△  

     
     

     
  ②年月日不詳 

 地目変更 

                 

                 

                 

                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記様式第18号 

年  月  日 

   (宛先)新潟市長 

申請者  郵便番号          

住 所          

氏 名        印 

電話番号   (   )   

行政財産使用許可申請書 

  新潟市公有財産規則第 29 条第 1項の規定により，行政財産の使用許可を下記のと

おり申請します。 

記 

 
行 政 財 産 の

用 途 

   

使用行政財産

の表示及びそ

の 内 容 

  

使 用 目 的 

  

使 用 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

そ の 他

参 考 事 項 

 区役所総務課の確認 

申請人は，新潟市自主防災組織育成指導要綱第３条の規定による

自主防災組織であることを確認した。 

年 月 日 

区 総務課長 印 

  

 



情報提供確認書 
 
 

私（公有財産貸付申請者（以下，「申請者」という。））は，連帯保証人に対して，下記対象物

件を事業のため借り受けるにあたり，民法第 465 条の 10 の規定により情報提供します。 
 

記 
 
【対象物件】 

名 称  

所在地  

 
 

情報提供内容 
確認欄 

申請者 連帯保証人 

①財産及び収支の状況について 

 財産(預貯金，不動産等)の状況について □ □ 

 収支の状況について □ □ 

②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況について 

 
主たる債務（本借受）以外に負担している債務の額及び

その履行状況について 
□ □ 

③担保として他に提供し，又は提供しようとするものがあるときは，その旨及びその内容 

 
不動産等を担保として他に提供し，又は提供しようと

するものの担保の内容について 
□ □ 

（注）申請者から連帯保証人に情報提供し，それぞれが確認欄に全て✔を記載してください。 

 
 私（申請者）は，連帯保証人に対し上記について誤認なきよう情報提供しました。 

 

年  月  日 

   

申請者 
 

 
連帯保証人として，上記について情報提供を受け，その内容を確認しました。 

 

年  月  日 

    

連帯保証人 

 

住 所  

氏 名                        

住 所  

氏 名                        


